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開  会 

 

○司会（仲業務部長） 皆様、ようこそいらっしゃいました。定刻の２時になりましたの

で、ただいまからＣＤＭ吸収源事業報告会を開催させていただきます。 

 私、本日、司会進行をさせていただきます国際緑化推進センターの仲と申します。 

 冒頭、若干事務的な連絡をさせていただきます。 

 本日の進行ですけれども、冒頭私どもの理事長から主催者挨拶を申し上げまして、その

後、本日の講師でございます林野庁の赤堀課長補佐からご報告をいただきます。このご報

告はプロジェクターで資料を投影しながらですが、おおむね１時間程度ということで予定

させていただいております。 

 そして報告が終わりましたら、10分程度休憩時間をとらさせていただきまして、再開後、

質疑応答をしていただきます。それで、おおむね４時を目途に終了させていただく段取り

で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、本日は皆様のお手元に資料を配らさせていただいておりますが、念のため、

確認をさせていただきます。赤堀補佐が報告される資料ですけれども、これは３点セット

になっておりまして、１つ目が表紙のついたＣＯＰ12報告会、このパワーポイントのスラ

イドの画面でございます。それから若干薄くとじてございますけれども、Decision-/CMP.2、

それからVERSION 02という２枚ものです。その３点セットが赤堀補佐のご報告いただく関

連資料でございます。あと私どものＪＩＦＰＲＯの資料でございますが、私どもが発行し

ております普及啓発冊子の「緑の地球」、いろいろ国際緑化のことについて普及記事を掲

げておりますので、お目通しいただければ幸いかと思います。 

 それから次に、これも同じく私どもでつくりましたパンフレットでございますが、「今

日からあなたもみどりの地球ボランティア」ということで、国際緑化のボランティア活動

の手引きみたいなパンフレットでございます。ご興味のある方はお目通しいただければ幸

いと思います。 

 それから、あと 後に、海外林業研究会入会のご案内というのを入れてございますが、

私ども海外林業研究会というものを組織しておりまして、海外で国際協力に携わる方々の

情報交換の場ということで、そういうメンバーの方には、例えばこういう「緑の地球」を

お配りするとか、そういうふうな活動をやっております。もし、ご関心ありましたら、ぜ
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ひご参加いただければ幸いかと思っております。 

 事務的な連絡が長くなって恐縮です。それから、口頭での説明で恐縮でございますが、

実は私ども、来年２月にＣＤＭ植林事業人材育成研修というのを開催いたします。これは

既に私どもＪＩＦＰＲＯのホームページにも案内が出ております。来年２月６日から９日

までの４日間ということで、例えばプロジェクトの形成事例研究とか、それから15名程度

の定員で予定させていただいておりますが、そのグループでもって実際にＰＤＤを作成す

るカリキュラムも考えているところでございます。ご希望のある方は、ぜひホームページ

を見ていただいて、ご参加の申し込みをしていただけたら幸いかと思っております。ちな

みに、講師にはきょうご報告いただきます赤堀補佐にもお願いしておりますし、それから

中国でＣＤＭ植林がもう既に承認されたやに承っておりますが、それを計画された張先生

も講師としてお呼びする予定にしているところでございます。 

 以上、事務的なご報告をさせていただきました。 

 

主催者挨拶 

 

○司会 それでは、ただいまから開始させていただきます。冒頭、私どもの理事長でござ

います伴次雄からごあいさつ申し上げます。 

 理事長、よろしくお願いします。 

○伴国際緑化推進センター理事長 ただいま紹介いただきましたＪＩＦＰＲＯの伴でござ

います。 

 本日は、当センター主催のＣＤＭ吸収源の報告会を開催いたしましたところ、大変大勢

の皆様がご参加していただきまして、まず御礼を申し上げたいと思います。 

 また、今回、日本政府代表団の一員として第12回の締約国会議に出席をされました林野

庁海外林業協力室の赤堀さんに、会議の模様につきましての報告をお願いしたところ、年

末で大変お忙しい中、快諾をしていただきまして、厚く御礼を申し上げる次第であります。 

 皆さん、十分ご案内の通りでありますが、地球温暖化問題、1992年のＵＮＣＥＤにおき

まして、いわゆる人類共通の課題であるというような位置づけがされたのではないかと思

っております。その精神に沿って、そのことを現実のものにするということで、本会合が

12回ほど開催されています。そして、今回の内容につきましては、後ほどまた詳細の報告
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はあるわけでございますけれども、京都議定書の第１約束期間の後の将来の問題はどうす

るかというような問題、それから気候変動への対応をいかにするか、そしてまた、技術移

転を通じました発展途上国への支援策をいかにするかというような問題が論議されたとい

うふうに聞いておるわけでございます。京都議定書の批准国であります日本の温室効果ガ

スの排出削減目標は、ご案内どおり６％となっていますが、2005年度の状況では、むしろ

基準年より8.1％も排出量がふえているというような大きな問題があるわけでございます。 

 今、申し上げましたような状況から、政府はいろいろな方策の１つとして、間伐の推進

とか、バイオマスの利用というような森林吸収源対策というものを、今林野庁を中心に進

めておりまして、一定の成果を上げているというふうに聞いておるところでございます。

当センターも林野庁の支援を得まして、ＣＯＰ６以来のこの報告会を継続しておりますし、

また海外におけるモデル林の造成事業を通じましてＣＤＭ造林の情報発信等の事業を進め

ているところでございます。 

 本日のこの報告会が有意義なもととなることを祈念申し上げまして、主催者のあいさつ

といたします。 

 どうぞ、よろしくお願いします。（拍手） 

○司会 どうもありがとうございました。 
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 報告 

 

赤堀聡之 林野庁計画課海外技術班担当課長補佐 

 

○司会 それでは、早速でございますが、赤堀課長補佐の方から報告をよろしくお願いい

たします。 

○赤堀講師 林野庁の赤堀でございます。ただいまご紹介にあずかりましたけれども、本

日は、ＣＯＰ12の説明会ということでございまして、ＣＯＰ12での議論、それからＣＤＭ

理事会等での議論についても、お話できる機会を与えていただきまして、どうもありがと

うございました。 

 きょう、来ていただいた方のかなりの方々がいろいろな場で植林ＣＤＭについてお世話

になっていまして、その点では非常に感謝しております。実際に携わっていらっしゃる方

もいますし、今まさに実際に方法論について、ご苦労をされておられる方もおられます。

そのような方に本日の講師をお願いした方がいいのではないかとも思いますが、本日につ

きましては、一応政府という立場で、ＣＯＰ12、あるいはＣＤＭ理事会といった場に携わ

ってきたということで、そちらの方からの切り口でお話をさせていただきたいと思います。

それでは始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、こちらの資料、お手元にあると思いますので、そちらを中心にこれからご説

明したいと思います。本日の話の流れなんですけれども、 初にＣＯＰ12の概要、全体的

な話が１点目、それからＣＤＭについて、まずは理事会とか植林ワーキンググループでの

お話、それからせんだってのＣＯＰ／ＭＯＰ２、これはＣＯＰ12と一緒に開催されたわけ

ですけれども、こちらのお話、それから 後に、これは国内の吸収源の話と、森林減少に

関する議論、この３つについてお話ししたいと思います。 

 それでは 初に、ＣＯＰ12の概要、それから交渉全体の流れについてお話ししたいと思

います。 

 概要ということでございますが、こちらにございますように、11月６日から17日まで、

ケニア・ナイロビで開催されております。条約の締約国が180カ国ほど、それから国際機関、

ＮＧＯ等々、オブザーバーを含めまして約6,000人が来たというふうに報告を受けておりま

す。今回の会合には、アナン国連事務総長も出席されております。それから我が国からは
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若林環境大臣、それからＣＯＰ３のときに議長をされました、大木先生、当時の環境庁長

官もオブザーバーとして加われておりまして、我が国からは全体で80名ほどが出席したと

いうことになっております。早い話ですが、次回、来年のＣＯＰ13ですけれども、一応イ

ンドネシアで開催ということでございます。バリ島ということではないかなと考えており

ます。 

 まず、今回の主な成果でございますけれども、2013年以降の枠組みです。つまり第２約

束期間ということでございますが、議定書の９条による見直しというものを１回目やりま

して、２回目を２年後にもう一回やろうということ。それから、先進国の約束ですね。こ

れにつきましての第２回目のアドホック・ワーキングループを開催した。また、それから

今後のスケジュールを決定したということでございます。この辺は後でちょっと図解で説

明したいと思います。 

 それから、今回やはり初めてアフリカのサブサハラ地域でやったということもありまし

て、やはり途上国問題ということに１つ意識がありまして、適用に関する、適用といいま

すのは気候が変動、温暖化したときに、その変化にどういうふうに対応していくかという

ことでございますが、この交渉項目につきまして、「ナイロビ作業計画」というものをつ

くりました。技術移転につきましても、これについても2001年からＣＯＰ７のときから専

門家グループというものを設置しておりましたけれども、これをまた延長してやりましょ

うといった途上国の支援について検討したわけでございます。 

 それから、ＣＤＭにつきましてですけれども、これはＣＣＳ、これは二酸化炭素の回収

とか貯留ということですね。地殻の中に要は、特に油田とかの中に二酸化炭素を埋めてし

まうということでございまして、これは先進国、我が国とかあと産油国はぜひやろうと、

ＣＤＭでやろうと。逆に、そのほかの途上国はやはり反対と。まだリーケージとか漏れが

あるんではないかと。その辺がはっきりしていないのでやめましょうということで、ずっ

と議論になっております。 

 それから、小規模ＣＤＭの上限値拡大、特に省エネについて上限値を拡大しました。そ

れから、地域バランス、これはもう毎回問題になりまして、やはりアフリカ等の地域など、

ＣＤＭが全体として来ないということについて、こういったところが主要な議題なんです

が、今回は後で申しますけれども、植林ＣＤＭのガイダンス等につきましても議論がござ

いました。 
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 あと、アナン事務総長が来たというお話ですが、アナン事務総長の方から国連を初めと

する６つの機関で、途上国のＣＤＭの参加支援をしようではないかということで、「ナイ

ロビ・フレームワーク」といったものを発表したところでございます。 

 これが全体会合の場所です。ちょっと見えにくいかもわかりませんけれども、今回はナ

イロビの郊外にあります国連のコンパウンドで行いました。ちなみにアメリカ、１回爆発

されたアメリカ大使館の前にありまして、かなり警備も厳しくて、私どもは大使館から脅

かされまして、ホテルから一歩も出るなということで、残念ながら町歩きはできませんで

した。 

 今のが全体会合だったわけですけれども、大体こういった会合ですと、この下にコンタ

クトグループというものを設置します。これはＣＤＭのコンタクトグループなわけですけ

れども、こういった非公式会合がいろいろな課題ごとに―後で申します森林減少なんか

もそうなんですけれども―設置されまして、ここで具体的な決議案とかそういったもの

が策定されるという形になってございます。 

 次なんですけれども、将来の枠組みの検討体制ということでございますが、今大きく３

つのプロセスが動いているところでございます。まず、条約に基づくプロセスということ

で、長期協力対話というものがございます。これは条約加盟国すべてが対象ですから、排

出削減の約束がない途上国、それからその京都議定書を批准していないアメリカとか、そ

れから豪州、こういったところも全部入った形でございます。2006年５月から、 大４回

ワークショップを開催して検討しましょうと。結果を今回、それから次回に報告しましょ

うと。議題としてはここにありますように、持続可能な開発・適応等々、こういった、ま

ずは条約に基づくプロセスが１つあります。 

 それから、議定書に基づきますプロセスですね。９条に基づく議定書の見直しというこ

とでございまして、今回から検討を開始したということになっております。具体的な議題

とか、関連について９月までに意見を提出しまして、それを基づいて議論を開始したとい

うところでございます。 

 それから一番右の下の３条９項に基づく検討でございますが、これは附属書Ⅰ国の約束

についての検討ということでございまして、非常にセンシティビティが高いものでござい

ます。アドホック・ワーキングループがことしの５月、要はＳＢＳＴＡ24のときから設置

されましたけれども、 初から議長団の選出とかでもめまして、なかなか難しいなという
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ところでございます。第１約束期間と第２約束期間の間で、その空白が生じないようにや

りましょうということでございます。我が国としましては、全体としましては、すべての

国が参加する実効性ある枠組みの構築ということで、対応していこうということになって

ございます。 

 これは、ある程度推測も含んだスケジュールなんですけれども、今、ＣＯＰ12、ＣＯＰ

／ＭＯＰ２が終わったところで、長期対話、９条、３条９項とこの辺が一応立ち上がって

きたところでございますが、13年から後にまた第２約束期間かなというところでございま

すが、ほかに関連する動きとしましては、例えばＩＰＣＣの第４次評価報告書ですね。こ

れ、一応ＩＰＣＣでは既に策定はしているんですが、まだ条約の締約国として受け入れる

というところまでは今はなってございません。もう少し途上国中心によく見たいというこ

とでございまして、ここにありますように、2008年まで発行はされないだろうということ

でございます。 

 それから、違法伐採なんかもあるんですが、去年のグレンイーグルサミットで、行動計

画というのも立てられておりまして、それから、来年はドイツサミットなんですが、2008

年に我が国でこのＧ８サミットを行うということになっております。ですから、この辺の

見直しということで、議長国、それからＣＯＰ３の議長国でありましたので、この辺でひ

とつ次期約束についていろいろ話があるのかなというところでございます。こんな事項が

あるということを頭に入れておいていただきまして、今後の動きを見ていただければいい

のかなと思っています。 

 では、次ですけれども、ＣＤＭについての議論、まず理事会、それからＡＲワーキング

グループですね。こちらの方のお話からしていきたいと思います。この辺はもう皆さんご

存じのことだと思いますけれども、京都議定書のガイドラインですね。ＣＯＰ７マラケシ

ュまでに全般的にはつくられましたが、植林のＣＤＭについては、ちょっと後ほどという

ことになりまして、ＣＯＰ９までに植林ＣＤＭ全般、それからＣＯＰ10までに植林ＣＤＭ

についてのガイドライン、これが作成されたということでございます。こういった経緯で

したので、排出源のＣＤＭからはちょっとスタートが数年おくれているというところでご

ざいますが、このようにガイドライン、原則は策定されているという状況にございます。

これからは方法論、ＰＤＤの策定、それから実際のＣＤＭプロジェクトの承認・実施とい

う方向に移っていくということになっています。 
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 これは、昨日の時点での数字なんですけれども、ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭのホームページ

を調べましたら、昨日の段階ですが、登録されているプロジェクトは451件―今日も多分

一、二件増えているかもしれませんけれども―ということでございます。発行されたＣ

ＥＲは240万トンぐらいが今のところ発行されているという状況です。ちょっと残念ながら、

１つの例外を除きまして、これはすべて排出源でございまして、植林のＣＤＭはどうなっ

ているかということでございますが、先週の28回目の理事会で１つ方法論が新たに通りま

したが、今のところはＣＤＭの方法論が５件というところと、それから11月に中国のプロ

ジェクトが１つ登録されておりますが、そういった状況でございまして、まだ登録が１件、

それから発行されたＣＥＲはまだ当然ございません。そういった状況でございます。これ

は全体の状況です。 

 ご存じの方も多いと思うんですけれども、基本的に交渉によってガイドラインはもう決

まっておりまして、実質的なＣＤＭについての業務は、ＣＤＭ理事会、それからその下に

あります植林ワーキンググループの方におりてきているところでございます。ＥＢですね、

ＣＤＭ理事会、これは年に四、五回ほど行われておりまして、そこで方法論とかの承認と

か、それからＣＥＲの発行といったことをしております。この下にほかに方法論パネル、

あるいは植林ワーキンググループ、それからこのほかには、小規模ＣＤＭのワーキンググ

ループとか、アクレディテーション、ＣＤＭ（運営組織）認定パネルですね。そういった

ものがございまして、ＥＢとＥＢの間に開催しているということでございます。こういっ

た情報につきましてはＵＮＦＣＣＣのホームページにございますので、こちらをごらんに

なっていただければと思います。 

 今年行われました理事会と、それから植林ワーキンググループですけれども、今年は理

事会は６回開催されまして、それから植林ワーキンググループ、ＡＲワーキンググループ

は５回の開催ということになっています。次回は、ＡＲワーキンググループが１月末です

ね。ＥＢが２月に開催だということです。 

 こちらですが、これもご存じだと思いますけれども、一応おさらいということで、ＣＤ

Ｍの手続の流れなんですが、まず計画を策定します。まずその次に、方法論といった概要

をこれは選択する必要がございます。方法論の選択ということで、方法論で既に承認され

たもので適用可能なものがあれば、それを使って、その上に肉づけしてＰＤＤを書いてい

ただければいいんですが、そうでない場合で、特に植林ＣＤＭの場合はまだ方法論の数が



 - 9 -

５つと、非常に少ないので、自分のプロジェクトに合わせた形の骨組みとしての方法論を

つくっていく必要があるということで、後でご紹介しますが、我が国の場合は２件、今審

査中の方法論がございます。これがあったとしまして、プロジェクト設計書ですね、ＰＤ

Ｄを作成すると。ホスト国、関係国、締約国による承認を得た上で、指定の運営組織ＤＯ

Ｅに審査してもらいまして、有効化審査をしてもらうわけでございます。この有効化審査

を経た上で、次ですけれども、プロジェクトの登録ということになります。ここまでいっ

たのが、今のところ植林では中国の１件ということなんですね。実施していきまして、モ

ニタリングをしまして、このモニタリングによりましてＣＥＲの検証を行ってもらい、認

証してもらう、発行してもらうということなんですね。これは、 終的にはこれを削減目

標に適用するわけですけれども、ご存じのように、植林のＣＤＭにつきましては、補てん

の義務と、一定の期間でＣＥＲが失効しますので、その際には補てんする必要があるとい

うことになってございます。これが一連の流れでございます。 

 植林ＣＤＭの方法論について、少しご説明いたします。今までのところ、30ほどの方法

論がＣＤＭの理事会、植林ＡＲワーキンググループに提出されまして、審議されてござい

ます。このうち、今のところ、この間１件通過しましたが、それを含めまして５件の方法

論が通過しております。 初のは0001ということでございますが、これはReforestation 

on degraded landということで、荒廃地で天然更新の可能性がないというような条件の

ところでの方法論ということになっておりますが、実際には中国の広西チワン族自治区、

桂林があるところなんですけれども、香港の西です。こちらの方で使われる方法論という

ことで、これはちょうど１年ほど前に承認されております。若干の改訂はございますが、

これが一番 初のものです。 

 次が、モルドバのものでございまして、Reforestation of degraded lands through

 afforestation/reforestationですね。これも、荒廃地を対象とした方法論でございます。 

 ３番目ですが、同じ時期に承認されましたが、こちらアルバニアの件でございまして、

これは荒廃地ですが、過放牧が１つの原因だというような条件の方法論になっております。 

 それから、４番目ですが、これはことしの９月の26回目の理事会で承認されましたが、

ホンジュラスの件ですね。これはもともとが農用地で、そのまま放っておくとエロージョ

ンなんかを起こしまして、炭素が放出されるというところでの植林ですが、実際には国立

公園の周囲の地域に植林する計画だというふうに聞いております。 
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 それから 後、これは５番目ですけれども、ブラジルの案件でございます。ここに

implemented for industrial and/or commercial usesということでございまして、

これは草地、粗放な管理の土地に植林をしまして、実際は銑鉄用の炭をつくるための産業

植林ということだと聞いております。実はこれと一体化した炭焼きの方の排出削減なんで

すけれども、そちらの方の方法論も排出源の方法論として申請されてございます。それと

の組み合わせだと聞いています。 

 次に、先ほど申しました我が国の案件でございますが、今２件が承認に向けて非常にご

苦労されているところでございます。１件目は、ＡＲＮＭ0021、Reforestation of Land 

currently agricultural or pastoral useということでございます。これはエクアド

ルでの実施というふうに聞いております。リコーさんと、それからコンサベーション・イ

ンターナショナルさんが中心になってこれをつくっておられるところでございます。これ

まで非常に長い間、承認に向けて頑張っておられますが、ＥＢ26、９月にＢ判定というこ

とで、再度提出してくださいということになっておりまして、今また作業をしているとこ

ろでございます。 

 それから次に、もう１件でございますが、ＡＲＮＭ0028でございますが、これはマダガ

スカルで王子製紙さんが計画しているものでございまして、せんだってのＥＢ28でやはり

再提出と、Ｂ判定ということでございまして、これについても今また改訂作業にご苦労さ

れていると聞いてございます。 初の方は割りと環境的な植林というふうに理解しており

まして、次の方は割りと大規模で、産業植林を念頭に置いているというふうに聞いており

ます。両方とも、実施者の方々がご苦労されていまして、今後の再審査に向けて作業中と

いうところでございます。 

 今までのが通常規模でございます。通常規模のＣＤＭの場合は、このようにまずは方法

論といったものをつくってから、あるいは適用してから、プロジェクトドキュメントを書

くんですが、小規模のＣＤＭにつきましては、これは排出源もそうなんですが、これにつ

いてはやはりＬＤＣとか、そういった小規模の国とか、ＮＧＯとかも含めてかもしれませ

んが、そういった方々を念頭に置きまして、方法論につきましては、理事会の方で用意す

るという格好になっております。事業者の方は、ＰＤＤを書くところからスタートという

ところでございますが、この小規模のＣＤＭの方法論につきましては、ＣＯＰ10でガイダ

ンスが決まったわけですけれども、この場でＥＢ、理事会が方法論を策定するということ



 - 11 -

になりまして、これを受けて策定をいたしまして、去年のＣＯＰ／ＭＯＰ１で採択してご

ざいます。これで一応できたんですけれども、２回、 近立て続けに改訂がございまして、

９月のＥＢ26では、地下バイオマスの推計式などについて、割りと軽微な改訂だったんで

すが、今回、ベースラインでのバイオマスの推計式とか、あと放牧のキャパシティに関連

したリーケージとか、そういったところについて、かなりまた追加で書いてあるようなと

ころがありまして、ちょっと若干、複雑化しているといいますか、そういった印象も受け

るところでございました。一応、この方法論を使いまして、プロジェクトドキュメントは

書けるという格好にはなっております。 

 今までは、方法論、ちょっと長くなりましたけれどもご説明いたしました。ＣＤＭのプ

ロジェクトについてなんですが、今のところ、残念ながらというか、あるいは、やっと何

とかできてよかったなというところなのですが、一応登録までこぎつけましたのが１件ご

ざいます。先ほどご紹介しました一番 初の方法論を使ったものですが、中国の広西自治

区の珠江、香港の方に流れる川ですけれども、そこの流域での管理ということでございま

して、今年の11月にこれは一応登録ということになってございます。 

 あと、今のは登録済みでございますが、今有効化審査中のものが一応その小規模も含め

て、私が昨日までにチェックしたところでは３件あると確認してございます。１件目は、

方法論としまして、先ほどの中国でつくった方法論ですね。これをもとにした案件が、イ

ンドで２件あります。これが今、有効化審査中ということになっております。それから１

件ですね。これは中国の雲南省の保定市騰沖県というところなんですが、ビルマとの国境

になりますが、ここで小規模のＣＤＭを立ち上げているということでございます。これは

先ほどお話ししましたＥＢでつくっております小規模の方法論を活用したものということ

になります。 

 今までがプロジェクトの方法論とか、実際にどんなプロジェクトが今動いているかとい

ったことの例示でございますが、もしこれからプロジェクトを立ち上げることを考えてい

らっしゃる方は、こういうところからも事例として見ていただきたいんですが、それに加

えて、いろいろなガイダンス、こういったものがＥＢの方から出されております。これも

それぞれもし方法論やＰＤＤをつくる場合には、こういったものを念頭に置いてつくって

いただくということが必要になってくると思います。非常にあまたありまして、一応去年

のＥＢ20からちょっと列挙しておりますが、このように非常にたくさんございます。ちょ
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っと省きますけれども、 後のＥＢ26、28ぐらいでの話について、ちょっと若干お話しさ

せていただきたいと思います。 

 後に、せんだってのＥＢ28の結果でございますけれども、方法論の審査ということに

つきましては、先ほどご説明いたしましたけれども、ブラジルの案件がＡという判定にな

りまして、承認ということでナンバーがＡＭ0005という形になっております。 

 それから、0026のコスタリカ、それから先ほどご説明しましたマダガスカルの王子さん

の件ですね。これがＢということで、再検討、再提出ということでございます。 

 それから0013-rev、改訂版、これはベリーズの案件ですね。それから30のコロンビアと、

それぞれがＣということでございます。ベリーズは、これはもう何回も挑戦して、一応こ

れが３回目か４回目の改訂になるんですが、また落とされてしまいました。それからコロ

ンビアも数字が新しいんですけれども、出されてまた落とされてということで、ちょっと

かわいそうかなというところもございます。 

 それから、先ほど申しましたガイダンスですけれども幾つかありまして、プロジェクト

前排出の取り扱いということで、これが実はＥＢ22で一度決まっておりましたけれども、

ベースラインのシナリオの22（ｂ）、ベースラインシナリオは、ａ、ｂ、ｃと３つありま

して、ａは歴史的なトレンドですね。ｂが経済的に好ましいシナリオ、ｃが もあり得べ

き土地利用という３つなんですけれども、ａとｃにつきましては、一定の決まりができた

んですが、ｂにつきまして、ちょっとこれは保留ということになっておりましたが、 終

的には22（ａ）と（ｃ）と同じ取り扱いにしましょうということで終わっています。 

 それから、マーケットリーケージというものをＡＲワーキンググループやＥＢで検討し

ていたようなんですけれども、これにつきましては、結局は森林の植林のＣＤＭでは取り

扱わないということになってございます。この辺は、マーケットリーケージですと外国に

木を売ったらそれがどんな影響になるかみたいな話ですので、際限がないんです。こうい

うものは、取り扱えないというような結果になってよかったんではないかなと思っており

ます。結構、ＥＢとかＡＲワーキンググループ、ものをかなり複雑にしていくようなとこ

ろが結構ございますので、ちょっと心配しているところでございますが、これにつきまし

ては一応やらないということですね。 

 それから、新方法論策定に当たっての技術的ガイドラインの採択ということで、これは

採択されております。附属書19ということでありますが、これもややこしくなくはないん
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ですが、一応、これにつきましては、前に排出削減の方の方法論についてのガイドライン

というものを採択しておりまして、それの植林版ということですので、これは余り、そん

なに文句言う話ではないかなというところでございます。 

 あと、ＣＯＰ／ＭＯＰ２での決定について、エンドースしたというところでございます

が、これはまた後ほど、詳しく説明いたします。 

 これまでが、ＣＤＭ理事会とか、それからＡＲワーキンググループでのお話でございま

すが、交渉会合としてのＣＯＰ／ＭＯＰ、こちらせんだってのＣＯＰ／ＭＯＰでの議論に

ついて、ちょっとお話をさせていただきます。 

 ＣＤＭについては、当初、上の３つは、そもそもの議題ということで上がっておりまし

た。ＣＣＳ、二酸化炭素の回収、それから貯留、このプロジェクトをＣＤＭにも適用する

かしないか。これが１点。それから小規模ＣＤＭ、省エネの上限値拡大ということでござ

いまして、これは 終的には15ギガワットを上限にしていたのを、これを60ギガワットに、

４倍にするということで決着しました。これが２点目。それから、これは毎回やるんです

けれども、ＣＤＭの地域バランス、これにつきましてはアフリカとか、そういった地域が

少ない。中国、インド、ブラジルに偏っているみたいというところでございます。こうい

ったことについて、議論があったわけですが、植林ＣＤＭにつきまして、特に土地適格性

のガイダンス、これは前のページを見て頂ければおわかりかと思いますが、ＥＢ26ですね。

今年の９月の会合で改訂されたんですけれども、これについて、ちょっとおかしいんでは

ないかという話がありました。それから、小規模植林ＣＤＭの上限値ですね。これは今の

ところ８キロ二酸化炭素トン／年が上限値なんですけれども、これをちょっと大きくした

いというような国がちらほらおりました。そういうことで、会議中にこういった提案があ

りましたので、今回は植林ＣＤＭについても議題ということになりました。 

 これはちょっとかなり私、個人的にも携わってきまして、結構問題があるなというふう

に感じているところでございまして、ちょっと皆さんにもいろいろ考えていただきたいな

と実は思っているところでございますが、経緯はこういうことでございます。第26回の理

事会で合意されましたものが英文配付資料で網かけのPROCEDURES TO DEMONSTRATE THE 

ELIGIBILITY  OF  LANDS  FOR  AFFORESTATION  AND  REFORESTATION  PROJECT 

ACTIVITIES (VERSION 02)ということでございます。これがＥＢ26で改訂されたものでご

ざいまして、網かけ部分が改訂部分なんですね。これ１枚めくっていただきますと、これ
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は海外産業植林センターさんにご苦労いただきましたけれども、お借りいたしましたが、

こちらの方でつくっております和訳です。一応、参考におつけしておりますが、これがち

ょっと問題ではないかということでございますが、 初のバージョン、網かけがないとこ

ろにつきましては、ＣＯＰ７、マラケシュで合意したところに割りと沿っているんではな

いかなという印象ではあったんです。この段階では、余り皆さん問題とは思わなかったん

ですが、この間のＣＤＭ理事会でガイダンスを明確化しなければいけない。今までのはち

ょっと簡単過ぎるということで、この網かけ部分を増強したものに合意しております。そ

のポイントなんですけれども、プロジェクトを開始したときに森林でなかったことの証明

とか、活動が再植林または新植林であることの証明とか、以上を証明するための情報と、

こういったところなんですけれども、実際のところでございます。 

 これは私の方で簡単にまとめたものでございます。ですので、これは内容としては大体

反映しているはずですが、本式の本文ではございませんので、実際の方は先ほどお配りし

ました英文なり、和訳の方を見ていただきたいと思いますが、大体取りまとめますと、ま

ず 初に、プロジェクト開始時に森林でなかったことについての証明につきまして「木本

植生が」というふうな書き出しになっておりまして、あとその閾値について、樹冠率とか

成熟時の樹高とか、 小面積、これはなければいけないんですが、 小幅というのを書い

ております。これはちょっと余計なんですが、実はこれは小規模ＣＤＭの方法論にもう既

に入っておりまして、これはちょっと反対できないのかなという感じはしなくもないです。 

 それから、これは新しく入れたんですが、人為介入なしには森林に達する可能性のある

幼齢林とか植林ではないということですね。伐って一時的になくなったあと自然に植える

という場合もございますので、そういったものではないということですね。それから収穫

等により、一時的に蓄積がない状態ではないと。そこにホスト国の森林施業に矛盾しない

期間というようなこともまた入ってきております。 

 それから環境条件とか、人為圧力とか、種子源の欠如によって、その森林に達する天然

木本の植生の侵入・更新が起こらないという状況であるということも確認せよということ

になっております。これも追加になってございます。 

 それから次に、これは３条３項、これは国内の吸収源なわけですけれども、この３条３

項の再植林、または新植林の定義であるということでなければいけないんですが、これに

つきまして再植林、これはもともと1989年大晦日にマラケシュ合意の森林でなかったと。
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これがもともとなんで、これではいいんですけれども、今言いました１の（ａ）ですね。

いろいろ余計な要件も満たして、森林ではなかったというふうにいいなさいということで、

ちょっとこれもプラスアルファなんかなと。それから新規植林、これは少なくとも50年森

林でないということが必要なんですが、これを少なくとも４回証明せよということになり

まして、これは大変だなということでございます。10・25・40・50年前、全部写真をそろ

えるなんていうのは、なかなかできない話ですから。 

 それから多分、これが一番問題になるんですけれども、90年１月１日以降なんですけれ

ども、一度も森林に達したことがない。この日に森林でなかったというのは、これは証明

しなければいけないんですが、それ以降、一度も森林でないということ、１秒たりともま

では言わないかもしれませんが、場合によったら毎年、毎月の写真を出せみたいな話にな

りかねませんので、ちょっとこれはかなり厳しいなという印象をこのとき持ちました。 

 次ですけれども、 後に証明の情報なんですけれども、これにつきましても、これは若

干のそれほどではないかもしれませんけれども、これにつきましても少し複雑化といいま

すか、達したところがございました。 

 こういったことがあったわけですけれども、この土地の適格性のガイダンスについて、

議論があったわけでございまして、これについてブラジルとかコロンビアが指摘したなか

でまず一番大きいのが、やはり先ほど言いました「１月１日以降、一度も」というところ

ですね。これはマラケシュを逸脱しているんではないかということを非常に強く主張しま

した。この主張というのは、ＥＢ、理事会が間違いを犯したということにほかならないで

すが、ＥＢも人間なんで、判断を誤る場合もあると。確かにＣＯＰ／ＭＯＰから技術的な

ことについてエントラストしているわけなんですけれども、もし間違いが発見されたら、

ＣＯＰ／ＭＯＰから指示してもいいだろうという話でございます。それから、つけ足しに

なりますけれども、脚注部分がおかしいという話もございました。 

 実はこの話、私ＣＤＭ理事会にオブザーバーで出ているんですけれども、ＥＢ26のとき

に、ちょっと変じゃないかという話をしたんですけれども、いかんせんオブザーバーです

から、記録されるにとどまるというところでしたが、今回、実際に発言する国がありまし

たので、一緒になってこのガイダンスの改訂部分はおかしいという話をいたしました。Ｅ

Ｕとか中国なんですけれども、内容というよりも、一度ＥＢで技術的判断したんだから、

それを覆すのはおかしいということとか、森林破壊が定義上起こらないかみたいな話をし
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ておりました。一応、こういうことで、若干対立はございました。こんな議論がございま

した。 

 次、小規模植林ＣＤＭですけれども、これは上限値が８キロ二酸化炭素トン／年という

ことで決まっておりましたけれども、今回、コロンビアとかボリビアが上限値を再検討し

たいという話をしました。私の方からはどのくらいにしたいのか、省エネなんかも大きく

なったみたいだけれども、ということを言いまして、それについては余り具体的な数字は

聞かれませんでしたが、ちょっと大きくしたいということのようです。ブラジルは、土地

適格性の方ではコロンビアなんかと一緒だったんですが、これについては逆で、これを考

え直すとまたいろいろ厄介な問題が起こるということで、こんな再検討はやめようではな

いかと主張していました。 

 終的な結論なんですけれども、土地適格性のガイダンスにつきましては、今のところ

オリジナル版も改訂版も一応プットオンホールドにしましょうということになっておりま

す。パブリックインプット等を行ってもらいまして、それを踏まえて理事会がもう一回書

き直しをすると。それをもう一回パブリックインプットを求めるという念の入れようにな

りました。この間の理事会で、このパブリックインプットにつきましては、来年１月１日

から２月21日までということになっております。これはパブリックインプットなんです。

それこそ個人でインプットしても全然構わないということになります。そうでなくても、

例えばこれに興味ある企業なり、あるいは何か組織をつくっていただいて出すということ

もありかなと思います。林野庁といいますか、政府としても、ひとつこれにつきましては、

今までのいきさつも含めていろいろ意見を出させていただきたいと思いますけれども、も

し興味のある方がいらっしゃいましたら、ご検討いただきまして、これについていろいろ

コメントをしていただくのはどうかなと、こういうふうに考えてございます。 

 もう一つ、小規模植林のＣＤＭの上限値、これは一応パブリックインプットではなくて、

各国やＮＧＯといったところの意見提出ということになっております。ですから、これは

ちょっと個人ではできないんですけれども、出してもらいまして、来年の２月23日までで

すね。これに基づいて次のＳＢＳＴＡ26で検討しましょうということになりました。ＥＢ

28では、これはきちんと決まっていますので、テイクノートということで終わりました。 

 今の２つですね。土地の適格性ガイダンスと、小規模の上限値、これにつきましてはそ

ちらにもお配りしましたけれども、ディシジョンについてこれまでアドバンスでエディッ
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トはされていないものなんですが、Decision-/CMP.2というのがありますね。これがＣＤＭ

についての決議なんですが、これのパラの25から27でございますので、もしよろしければ

こちらの方も確認されていただきたいと思っております。 

 大体、この辺までが植林ＣＤＭにつきましての今年の動きになりますが、少しこちらか

らのご案内でございますが、林野庁といたしましてもＣＤＭの枠組みも活用した国際的な

持続可能な森林経営が促進されればいいなと考えておりまして、一応、情報的、技術的な

ところでのお手伝いをしたいと考えておりまして、今一応３つ、事業を立ち上げておりま

す。技術指針、これは方法論とかＰＤＤ作成の支援ですね。それからベースライン調査、

これはデータ収集、炭素吸収量などのデータ収集、それからＣＤＭの植林の人材育成とい

うことで、これは国内、海外研修などを通じた人材育成ということで、この３本を一応や

らせていただいております。先ほど、ご紹介もありましたけれども、ＪＩＦＰＲＯさんの

方で国内研修及び国際フォーラムを来年２月の初めの方だったと承知しておりますが行い

ますので、そちらの方もご関心のある方はぜひ参加していただきたいと思っております。 

 こういった情報ですけれども、我が庁の方でヘルプデスクというものをお粗末ですけれ

ども開いております。近日、ロードマップ掲載予定となっておりますが、既に更新してお

ります。ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、こちらが直接ヘルプデスクの方に

入ることになります。 

 それから、ＪＯＰＰさん、海外産業植林センターさんの方でも、方法論とかツール、そ

ういった和訳について、翻訳版ですね。そういったものについていろいろ情報をそろえて

いらっしゃいますので、こういった方も見ていただければと考えてございます。 

 それから今後の動きなんですけれども、不確実性の取り扱いとか、ＱＡ／ＱＣとか、そ

ういったことについて、今後議論が進んでいくんではないかと思いますが、１つこれはお

願いでもあるんですが、やはり政府としまして、交渉なりあるいは理事会などに何らかの

かかわりというものは持ってございますが、やはり実際の実務者の方々がその方法論、あ

るいはＰＤＤの承認といった今後の事業ということを通してしかわからないところという

のは、多分たくさんあるはずなんです。ですので、そういったことについて、やはり今後、

関係者の方々でできる範囲で協力していくということが、我が国として植林のＣＤＭを推

進していく上で非常に大切ではないかなと思っております。 

 それから、ちょっと書いておりませんが、先ほどの土地適格性のガイダンスでもそうで
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すけれども、理事会とか、特にＡＲワーキンググループが非常に学者さんといいますか、

専門家と言われる方が入っておりまして、どうしても非常に精緻化、複雑化の方向に向か

いがちだというところがございます。理屈はあるんでしょうけれども、必ずしもＣＤＭ植

林推進という方向かというと、ちょっとわからないところもあるわけですね。その辺も私

どもから声を上げていこうと思いますけれども、やはり今後、関係者の方々、事業者の

方々で、声を上げていくということも必要ではないかなと思っております。そういった形

のフォーラムもぜひ、もしつくっていただくといいますか、そういった可能性も考えてい

ただければと存じます。 

 では、 後になりますけれども、時間が過ぎてすみません。森林減少についての議論を

ちょっとしていきたいと思います。背景でございますが、実は森林減少、特に熱帯林の減

少になるわけですけれども、これが非常に多くて、実際は全世界の排出量の20％か25％、

４分の１、５分の１ぐらいがその森林減少からの排出ということになっておりまして、こ

れは我が国の総排出量の５倍、アメリカの総排出量ぐらいに匹敵すると―ここにござい

ますけれども―ということになっております。その大もとであります森林減少ですけれ

ども、これは表から見ますと年間820万ヘクタールと、若干スピードは下がっているとして

も大規模でございまして、ほとんどが途上国に集中しているという状況でございます。 

 これまでの議論の動きなんですけれども、これはＰＮＧ提案とか言われておりますけれ

ども、去年のＣＯＰ11で、ＰＮＧ、それからコスタリカといった国が、森林の減少抑制、

こういったことについてインセンティブを与えるような仕組みがあった方がいいんではな

いかというような提案をしております。議論の結果、ちょうど２年間ですが、来年末まで

になりますが、２年間検討しましょうと、それを取りまとめましょうということと、あと

ワークショップをやりましょうということになりました。今年の５月では、ワークショッ

プのアジエンダーについて議論しまして、科学的、技術的な側面が１つ、それから政策的

措置―要はどんなインセンティブの与え方があるのかみたいなところです。この両面に

ついて、意見交換をしましょうねということで決まりました。 

 第１回目のワークショップでございますが、ローマで今年８月末にあったんですけれど

も、アジエンダーに沿いまして、森林減少抑制に関する科学的・技術的事項、これには森

林減少をどうやって補足するかといったことまで入るわけですが、そういった面と、それ

からどんなインセンティブを与えることができるかと、政策的な面についての意見交換が
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ございました。ＰＮＧ・コスタリカから、インセンティブの仕組みについてこんな案があ

るではないかというような提案がございました。その提案の内容でございますが、これも

我々の方でちょっとイメージしたものでございますので、必ずしもこのとおりかどうかわ

かりませんが、例えばこのように森林減少がどんどん進んでいってしまう、これをインセ

ンティブを与えまして、減少は続くんだけれども、その減少率なり量なりを下げていきま

しょうと。例えば、そこに何か線を引いておいて、ある一定以下よりも下げたら、この差

をクレジットとして与えようとか、例えばこんなようなイメージかなと思っているわけで

すが、いずれにしても今のトレンドから減少率を下げた分、この間を何らかの形でクレジ

ットとしてくださいというのがＰＮＧ・コスタリカの提案でございます。こういう形でご

ざいます。 

 技術的には、こんな利点があるよということを彼らは言っています。まず追加性ですね。

植林ＣＤＭでは要は追加性なんかを一生懸命証明しなければいけないんですけれども、こ

れは国レベルで森林減少率を１つのベースライン的な形にできるんではないかと。それか

らリーケージにつきましても、これは非常に皆さん頭を悩ませる、ＣＤＭですと頭を悩ま

せるんですが、これを国レベルでやるんで、基本的にはないだろうというような話なんで

す。それから、モニタリングですけれども、これもバウンダリとしては国全体になります

から、そういう意味ではリモセン使って、非常に正確に低コストにできるだろうというこ

とを、これはＰＮＧ・コスタリカの方からの主張でございますが、こういう話をしてござ

います。 

 各国ではどういうふうに考えているかということでございますが、森林減少を食い止め

ましょう、あるいは温暖化という枠組みの中でも考えていきましょうということについて

は、これはだれも異存がないということなんですが、どういうアプローチにするかという

ことはまだ早いでしょうと。まずは、先進国としては技術的とか方法論とか、そういった

ことから検討した方がいいのではないですかということを言っております。アメリカは京

都議定書にも入っていないわけなんですけれども、ここは新たなメカニズムを導入するの

にもちょっと消極的でありまして、もしお金が惜しいんであれば、ＧＥＦとか既存の枠組

みがあるでしょうというような話をしております。 

 ＥＵなんですが、ここはご存じのとおりアフリカ諸国なんかにかなり肩入れしようとい

うとことがちらちら見られるんですが、実効性とか公平性の観点から、技術的・方法論的
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にきちっと見ることは必要だというふうに言いつつ、結構、リモセンなんかでバックアッ

プなんかを始めております。パイロットプロジェクトをやろうかというような話もしてお

りました。 

 では、途上国、非附属書Ⅰはどうかといいますと、先ほど申しましたように、ＰＮＧ・

コスタリカはやはりお金というよりはクレジットですね、市場メカニズムの優位性がある

のだと、これを使いましょうという話をしています。ブラジルは、クレジットを売ってみ

たいな、市場メカニズムについては反対しておりまして、基金があるんですね。これを分

け合うような方式にしようではないかというような話をしております。 

 それから、中央アフリカ、ここはコンゴ流域ですけれども、ＰＮＧ提案はいいねと言い

ながら、独自に持続可能な森林経営をできたら、その分お金をちょうだいというような方

式を提案しておりました。この辺が一連の提案になります。 

 ＰＮＧ提案ですけれども、課題として挙げられるとすれば、森林劣化の取り扱い、これ

をどうするのかと。森林減少は衛星で見ればわかるんですが、森林面積は減らないけれど

も実際には炭素排出があるんですね。森林劣化をどう把握したらいいのかと。それから附

属書Ⅰ、先進国の３条３項ですね。こういったとことでの排出の計上の仕方とどう整合性

をとるのか。それから植林ＣＤＭとの整合性もありますね。こちらは追加性の証明とか、

リーケージ阻止とか、いろいろあるわけですけれども、これとどういうふうに整合性をと

っていくのかということです。それから追加性です。これについても、その人為努力と自

然影響をどういうふうに切り分けるかとか、それから吸収源に転じたとき、これはベース

ライン引けませんから、どうするのかと。実際、コスタリカは今吸収源なんですけれども、

どうするんだというふうにいろいろ質問したりしております。 

 あと、林業というか、そういったほかの要因もいっぱいあるだろうと。農産物価格が上

がったり下がったり、天候による年変動、そういったものも影響するんではないか。ほか

の既存の国内政策措置もあるでしょうし、そういったところの評価をどうするのかという

ところもあるかと思います。それから、リーケージの問題ですね。他分野にリーケージし

たり、隣国へリーケージしたらどうするか。不遵守については、これは実際にデビットを

発生させるみたいな話もなくはないんですが、実際の義務的な排出削減目標でなければ、

それはどういう意味なのかと。モニタリング、小さい国ならやりやすいけれども、大きけ

れば大変。それから解像度が低ければ安く買えるんですが、それだと、実際把握が不可能
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ではないかと。それから伐採なんですけれども、土地が減ったときに、それは更新を伴う

伐採なのか、そうではないのか。どういうふうに切り分けるのか。それから実際に林業サ

イクルの中で関係しますけれども、伐採したときに、そういったものをどう評価するのか。

いろいろ課題があるのではないかなと、こういったことを今後議論してクリアしていく必

要があるんではないかと思っております。 

 この間のＳＢＳＴＡ25では、引き続き第２回のワークショップをやるんですが、引き続

き技術的・方法論的なものと、それから政策的なものと両方やりましょうということ。そ

れからそれについて各国から意見提出をするというところがぜひデータを出してくれとい

うことを決めております。 

 一応、検討スケジュールはこんな格好になっております。一応、ＳＢＳＴＡ27に報告す

るということになっています。こちらの方も国内といいますか、途上国の吸収源という話

なんですが、今後、第２約束期間以降の話でしかないですが、第２約束期間以降の植林Ｃ

ＤＭとか、あるいはクレジットの話もございますので、全体の流れともかかわってきます

ので、注視していくことが必要ではないかなと思います。 

 これで終わりにしたいと思いますけれども、 後にすみません。皆さん、今日は本当に

来ていただきましてありがとうございました。先ほどもちょっと申しましたけれども、方

法論の策定、ＰＤＤの策定、それから実施というふうに移っていきますが、それに対して

ガイダンス等で非常に精緻化して難しくなってくるという中で、やはり何らかの力の結集

といいますか、声を上げていくということが非常に必要なんではないかと思っております

ので、この場がある意味でそういう場になってもらえたらいいなと思っております。 

 これからも林野庁としてＣＤＭ植林の推進に努めていきたいと思いますので、ご協力ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 どうも、今日はありがとうございました。（拍手） 

○司会 赤堀補佐、どうもありがとうございました。 

 それではただいまから10分ほど休憩をとらさせていただきます。あの時計で、今14分ぐ

らいでございますので、25分ジャストにスタートしたいと思いますので、25分若干前まで

に席にお戻りになるようによろしくお願いいたします。 

 では、よろしくお願いいたします。 

〔暫時休憩〕
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質疑応答 

 

○司会 それでは、そろそろ質疑応答の時間に入ります。恐縮でございます。お席の方に

お戻りお願いいたします。 

 これから30分強の時間がございますが、今までご報告いただいた内容、あるいはそれ以

外でも結構でございます。あるいはご質問ということではなくて、先ほど講師の方からも

ございましたけれども、意見というのもいろいろあろうかと思います。質疑応答を進めさ

せていただきたいと思います。 

 それから、ご質問あるいはご意見ある方、挙手をお願いしたいんですが、その方へ私ど

もの係りの者がワイヤレスマイクをお持ちいたしますので、マイクが届きましてからご発

言をよろしくお願いいたします。それから、ご発言に先立って、もし差し支えなければお

名前、それからご所属についても言っていただければ幸いかと思います。 

 それでは赤堀先生、よろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑あるいはご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○山下（コンサベーション・インターナショナル） コンサベーション・インターナショ

ナルの山下と申します。 

 質問なんですけれども、７ページの植林ＣＤＭ方法論の小規模ＣＤＭの改訂というとこ

ろで、ＥＢ28でベースラインでのバイオマス推計式や放牧キャパのリーケージについて改

訂ということなんですが、ここはもしご存じでしたら、ちょっと詳しくご説明いただけな

いかなと思いました。 

○赤堀講師 わかりました。これは私もそこまで勉強がどのくらいいっているかというの

はあるんですけれども、今回はもう掲載されておりますけれども、ＥＢ28の報告書のアネ

ックス18ということで出ております。一応バージョン４ということになっていますね。お

持ちした方がよかったかもしれませんけれども、例えば、パラ14というところ以降に、か

なり追加がありまして、例えばバイオマスカボンプールがコンスタントだということがき

ちんと証明できれば、それはイグノアしていいと、まあここはいいんですけれども、それ

から、あとパラ28というところがありまして、ここは周辺地域に特段のバイオマスがなか

ったときですね。そのディグレーデッド、劣化した年とか、そういった場合、きちんと証
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明できればリーケージはインシグニフィカントと、特段のものではないと判断していいと

いうようなところとか、この辺は悪くはないですね。 

 あと、リーケージのところで、これ細かいところなんですけれども、パラ49でヘクター

ル当たりのグレージングアニマルズですから、放牧された家畜ということになりますか、

そういったことについてその数を示せとかありました。ちょっと全体的に総括できないん

ですけれども、これ、ちょっと言い訳めきますけれども、ＡＲ11ですね。これで実は議論

される前の案があって、これはかなり私は問題だなとそのとき思っておりました。という

のは、Ｎ２Ｏについて、これが結構特出されていて、これをきちんとはかれということにな

ったんですね。要はファータライゼーションですから、施肥について急に計測せよとなっ

たんですが、これはたしか採用されていないはずなんですね。これは私もちょっと余り急

にぎりぎり締めるのはどうかなと思いまして、もともとシンプルファイドなはずなんです

ね。どうかなと思ったんですが、これは入っていませんでした。 

 というようなところですね。すみません。ちょっと私として、個人的に問題として感じ

たのは、２回続けて変更したんですね。１回目は非常に軽微なところで実害は全然なかっ

たんですが、再々、そういうふうに変えるということについてどうかということでした。

それからもう一つ、当初の案では、先ほど出ていましたland eligibilityについて、普通

規模のですね。今プットオンホールドになっている案ですけれども、あれを使えというこ

とになりました。もともとは非常に簡単な土地適格性のアネックスＡであったんですが、

それを全部通常規模のと同じにせいということになりましたので、特に議論があったとこ

ろだったんですね。それも急に差し替えるのはおかしいんではないかということにしまし

た。それにつきましては、今、プットオンホールドになっているということを意識してお

りまして、新しいのができるまでマラケシュに従ってやりなさいということなんですね。

そういうことになっております。ですから、land eligibilityについては、今後全体のガ

イダンスがもう一回つくられれば、それを適用しなさいということに変わってきます。 

 すみません。ちょっとまとまっていませんで。 

○山下 ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。ほかにご質問、あるいはご意見等、何でも結構でござ

います。 

 どうぞ。 
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○加藤（海外林業コンサルタンツ協会） 海外林業コンサルタンツ協会の加藤でございま

す。本日は非常に有意義なお話、どうもありがとうございました。 

 １点、ちょっと質問プラス意見ということでお伺いしたいんですが、土地適格性ガイダ

ンスの改訂の部分ですね。１の（ａ）の４番目に、環境条件、人為圧力、種子源の欠如に

より森林に達する天然木本植生の侵入・更新が起こらないということがあるんですが、こ

の更新という言葉には、原文を見ますと「regeneration」となっておりますが、成長とい

う概念は含むのでしょうか。 

 何をお聞きしたいかというと、もともとマラケシュ合意での森林の定義の中に、現状幼

齢林であっても、将来森林の閾値を超える部分については、現状でも森林とみなすという

ことになっておるのですが、例えば、樹種的にはもう完全に閾値を超えてしまうような樹

種が入っていて、現状その灌木状態になっているんだけれども、人が人為的に薪炭供給等

に使っているがために、閾値を超えないと、灌木状態が続いていると、そういうものは天

然林とみなすのかみなさないのかと、現状でも森林とみなすのかみなさないのかというの

が、私の中で非常にわからなかったところなんですよね。そういう意味において、この人

為介入が更新が起こらない、あるいは成長が起こらないということが言えるんであれば、

この文は非常に有効かなと。特に東南アジアの中では有効になるんではないかというふう

に思っております。その辺をちょっとお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いしま

す。 

○赤堀講師 ありがとうございます。今は、こちらの改訂したland eligibilityですと、

１の（ａ）の４ですね。これがオーセンティックですので、一応これを見ていただきまし

て、これでいきますと…… 

○加藤 単に「regeneration」というのを、単に種子が入ってこないと。それは成長は含

めないで、単に外からの種子が入り込まないという意味であれば、本当言うと、その

「growth」までを含めた方がもっといいではないかなと、私なんかは思ったんですけれど

も。 

○赤堀講師 そうすると、あれですか、アンソロポジニックプレッシャーによって、

「regeneration」が起きないということですね。そういうところも入るということですか。

これはそうですね。一応これはプットオンホールドになっているんで、これは一応今のと

ころないということで考えることが１つなんですけれども、あとは、これenvironmental 
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condition等含めて、これが入っているのはどういうことかということになるんですけれど

も、例えば薪炭林でみんなが伐っているから、threshold（閾値）を超えないけれども、そ

れがなくなったら超えるだろうというところですよね。そこはどうですかね。ただ、これ、

多分、lack of available seeds sourcesなんていうことから言えば、そういういろい

ろな形から元に戻る、森林になってしまう条件がないということを言っていますよね。で

すから、ちょっとそういうことまでちょっと想定できるかどうかは、どうですかね。個人

的にはなんか難しい気がするんですけれども。 

○加藤 そうなってくると、現状は灌木地で、いわゆる森林の閾値を超えていない、人為

の影響で超えていないけれども、人為の影響がなくなれば超えてしまうような灌木地の場

合、人為影響が継続されるがゆえに超えないために、現状では森林ではないということが

言えなくなりますよね。そんなところにそういうことにすれば、もうほとんどの東南アジ

アの灌木地は対象になり得ないです。 

○赤堀講師 そうですね。ちょっとここで多分、ここからだけ判断するのは多分非常に危

険だと思うんですよね。こういうプットオンホールドでやるということと、あとこれ確か

にこれが一度通ったという現実はあるにせよ、ちょっとそこのところに期待する、そこに

かけてしまうということですよね。それがちょっとどうかというのは、いろいろ検討が必

要かなと思います。個人的ですが。 

○加藤 どうもありがとうございます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 ほかに、ご質問あるいはご意見等ございますか。 

 どうぞ。 

○城殿（ＪＩＣＡ国際協力機構） ＪＩＣＡ国際協力機構の城殿と申します。２点ほど、

ご質問をさせていただきたいと思います。 

 私自身、余り今回のテーマの内容については不勉強で、そんなに詳しく理解していない

んですけれども、そういう意味では非常に今日ご講演くださって、ある程度その理解が加

速されたんではないかなというような印象です。 

 そこで、 初の質問なんですけれども、ＣＤＭの中で、全体的に森林ＣＤＭがまだごく

わずかというか、しかもその判定に関してはなかなかＡ判定のものが少ないという状況の

中で、今後の見通しとしては、どういうような見通しを持ったらいいかというようなこと
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も、もしお答え願えればありがたい。 

 ２点目は、地域バランスについて、この森林ＣＤＭの地域バランスということを考えた

場合、そのポテンシャルとして熱帯林地域というか、そういうようなところである程度そ

のポテンシャルが高い。素人目にすれば、そういうような印象を受けるんですけれども、

一方でその熱帯林をたくさん持っているところというのは、特に私は３年ほどブラジルに

いたんですけれども、アマゾンの森林帯を含めて、相当消失速度が早いのと、それから森

林の劣化が起きているというか、そういう２つの裏と表の状況があるんですけれども、そ

ういう地域バランスについて、特にこの森林ＣＤＭ、今後伸びていくという可能性がある

ところとして、ある特定の地域みたいなものが日本のその政府側から見たらあり得るもの

なのかどうか。その２点をお伺いしたいと思います。 

○赤堀講師 どうもありがとうございます。まず１点目で、森林ＣＤＭ、件数が少ないと

いうことについてですけれども、今後の見通しですね。これはちょっと非常に難しいんで

すけれども、１つはまだ登録までいったのは１件しかないということ。登録申請中のもの

もあるわけなんですけれども、ただ、明るい側面としてはやはりまだ方法論の段階、かな

り初歩の段階ですが、トライしているものが非常に多くなってきているということが１点

あります。 

 あと、２つ目の地域バランスとの関連にもなるんですけれども、地域バランスというこ

とになりますと、実際ブラジルということですが、ブラジルは結構排出源でもやっている

方の国ではあるんですね。ですからＣＤＭでゲットしているところではあります。ただ、

ブラジルの代表団がその土地適格性についていろいろ文句を言っていたのと重なりますが、

彼らはＡ/Ｒ ＣＤＭに非常に関心があります。アマゾンで幾つかやりたいと。だめになっ

た方法論も実はあるんですけれども、今回通ったわけですから、非常にやりたがっている

というふうに感じております。 

 問題は、やはりアフリカとかそういった地域なんですね。そこは、要は排出源のＣＤＭ

は、ほとんどできないんですよ。要はもともと排出がないからできっこないというところ

があるわけで、ちょっと極端な言い方かもしれませんけれども、中国とかインド、ブラジ

ルみたいに、もともと排出量がある国であれば可能性はありますが、ない国ではやりよう

がないわけですね。それに比べて、全くの砂漠ですとちょっとできませんが、森林であれ

ばある程度の土地と降水量があればできなくないわけです。ですから、そういう意味では
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地域バランスの上でも、植林ＣＤＭはポテンシャルがあるんではないかなというふうに思

います。やはり、問題はアフリカにすぐ行くかということで、王子さんなんか非常に苦労

されているんではないかと思いますが、やはり地元のキャパといいますか、やっぱりそう

いったことも多分考えないといけませんから、そういう面で難しさというか、実際に排出

源も含めて、なかなかそのアフリカにＣＤＭが立ち上がらない原因も１つあるのかなとい

うふうに考えております。ちょっと両面ですけれども。 

○城殿 ありがとうございました。それともう一点、その関連なんですけれども、方法論

そのものが、まだ非常に不安定な状況にあるというような印象を持ったんですけれども、

それはそういう不安定要素を抱えながらも、経験しながらある程度、精度を高めていくと

いうような、そういう感じなんでしょうか。 

○赤堀講師 それは、私自身実際にプロジェクトを立ち上げる方ではないんで、実際に自

分でその方法論なりプロジェクトを書いている方ではないんですが、第三者として見る限

りは、やはり不安定性といいますか、まだ相場ができていない部分が多分あるんですね。

ですから、新しい課題がどんどん出てきてしまうというところが多分ありまして、そこで

それぞれ何回も対応しなければいけないんですね。方法論を通すのは大変だったりとかご

苦労されている方が多いわけですね。ですから、ある程度の安定といいますか、相場観が

どの辺で生まれるのかどうか、そういうところに早く来てほしいなと。精緻化は大切なん

ですけれども、余り複雑化しないでやっていただきたい。あるいは、要はそういう話を何

らかの形でＥＢなりに投げていくということが必要なんではないかなというふうに感じて

いるところです。 

○城殿 どうもありがとうございました。 

○司会 ほかに、ご質問あるいはご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 具体的なプロジェクトがまだ１件とかいうような状態でございますが、いろいろ難しい

点が多々あろうかと思います。そんな難しい点等も含めてで結構でございます。ご質問、

ご意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 ちょっとお待ちください。 

○坂田（大和証券ＳＭＢＣ） 大和証券ＳＭＢＣの坂田です。ありがとうございました。 

 このコスタリカの提案なんですけれども、これ具体的にどこに資金が流れるのかという

ことで、大規模プランテーションをやる事業者にもそういうものが流れるのかというとこ
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ろが心配なんですけれども。 

○赤堀講師 それはＰＮＧの提案の方のお話ですか。 

○坂田 コスタリカと両方、違うんですか。ＰＮＧとコスタリカの提案は。 

○赤堀講師 いや、同じというか、共同で提案しているような感じですけれども、森林減

少の話ですよね。 

 これはまだ始まったばかりですし、第２約束期間にクレジット発生させるという、まあ

義務ではないんですけれども、ちょっと削減義務に似たような形をとるということを想定

しているわけなんですね。それもプロジェクトベースではなくて、ナショナルベース、国

ベースになるわけです。まずは、第２約束期間の全体の動きがどうかというのがわかりま

せんから、まだ全然見えていないので、そこにどういうふうな形ではめ込んでいくのかな

というのがわからないので、ちょっとコメントしにくいんですけれども、まずプロジェク

トベースではないので、先ほど言いましたように、ベースライン、リーケージとかその辺

非常に簡素化されるというところがあります。ですから、どういうプロジェクトドキュメ

ントみたいなものができるようなイメージなのか、その辺はよくわかりません。 

 あと、まず必要なものとしては、やはりどう捕捉するかというところが１つ大切ではな

いかなと。ＥＵなんかは実際にそれでもうプロトタイプでいろいろ何か支援を始めている

んですけれども、そういう話がなくても、途上国は、なかなかまだ自分の国の森林資源を

把握するというシステムがないんですよね。ですから、それがなければ結局どのくらい減

ったかなんてわかりませんから、そういうところの支援というところから始めていくしか

ないんではないかなというところです。 

 あと、資金がどう流れるかというのは、ちょっとそうですね、私も考えたことは余りなか

ったんですけれども、 終的にどの国が参加するのか。中国とかブラジルみたいな大きな

国がそういうスキームに参加するのかどうかと。１つ言えるのは、ブラジルはクレジット

ではなくて、お金の基金の分配をしようという話をしたんですよね。私も聞いていて余り

それは機能するかなと思ったわけですね。というのは、そうなってしまうと、お金の山分

けですから、そうすると大きな国が勝つに決まっているんで、そういう印象はちょっとあ

りました。ただ、ちょっといずれにしてもまだその辺の判断をするのはかなり早いかなと

いうことですね。またこれからもフォローしていただければと思います。 

○司会 ちょっとお待ちください。 
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○原口（海外産業植林センター） 海外産業植林センターの原口です。 

 質問というわけではないんですが、ちょっとお願いということで言わせてもらいたいと

思うんですけれども、私は28番でマダガスカルの開発に携わっておりまして、いろいろな

苦労をしております。 

 そういった中で、なかなかご相談するにも相談する相手がなかなか見つからないし、あ

とこのままＰＤＤ書いていったり、実際にまたクレジットをつくっていったり、出てきた

クレジットは補てん義務があるから、どういうふうにだれが買ってくれるのか、なかなか

わからないところが非常に多いと思います。また、吸収源ＣＤＭがまだ方法論が５件しか

ないというのも、国内制度のクレジットの取り扱いであるとか、方法論は難しいとか、い

ろいろな問題点があると思います。ぜひ、赤堀さんのお言葉を借りて、今度はプロジェク

トの実施者サイドに、あるいは実施者を掘り起こすようなそういった場をぜひ提供しても

らえればよろしいかと思うんですけれども、私も力及ばずながら今までの知見等々に関し

ては、なるべく公開していきたいと思っていますし、ぜひそういった議論をする場をつく

っていただければと思っています。ご検討いただければと思います。 

○赤堀講師 どうも、非常に貴重なご意見ありがとうございます。多分、これはもう本当

に個人的な意見になってしまいますが、やはり原口さん、王子製紙さんの経験もそうです

けれども、そういった皆さんの力を合わせてというところが非常に大切ではないかなと思

っております。いろいろな切り口で、勉強会とかされていたり、私どももちょっとしてい

るんですけれども、そういったところがあるということは、よく把握しております。今は

多分非常にボランタリーにそういういろいろな場で、自然発生的に勉強会とかされている

と思いますけれども、やはりそういったところを核に何か任意の場かもしれませんけれど

も、何かつくっていくというか、力を合わせていく、力を結集して、 終的には何らかの

発言をしていくという場まで持っていけたらいいなと思っております。 

 あと、やはり掘り起こす場ということですけれども、やはりそういう場があれば、やは

り関心のある方にぜひ来ていただいて、 終的な判断は、いろいろ、やるやらないにして

も、あると思いますけれども、まずはわからないといずれにしても立ち上がれませんから、

ボランタリーの場であっても、そういったところからいろいろ情報発信していくというこ

とは大切だと思います。私どもも非力ながら、幾つかプロジェクトをしておりますし、今

後も続けていきたいと思いますので、そういったところも通じて、情報交換していきたい
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と思います。 

○原口 どうもありがとうございました。 

○司会 ほかにご質問、あるいはご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

○大山（東京電力） 東京電力の大山です。本日はありがとうございました。 

 可能な範囲で教えていただきたいなと思うんですけれども、日本政府のＡ/Ｒプロジェク

ト承認の承認ステップの方は、見通しの方はいかがでしょうか。そろそろ認めていただけ

ればなというふうに思っているんですけれども。 

○赤堀講師 Ａ/ＲＣＤＭについて、それはどちらかにアプローチはされておられますか。 

○大山 いろいろと相談はさせていただいているんですが、なかなかはっきりとした日程

がいただけておりませんでして、検討中だというのは伺っているんですけれども、そのレ

ベルをいっていなくて、もしご存じでしたらいつごろぐらいというようなことをおっしゃ

っていただければなと。 

○赤堀講師 わかりました。多分、前もお話し申し上げたところがあると思いますが、関

係する省庁でそこはあれしなければいけませんので、すみません、もう一度ご相談させて

いただくことにいたします。 

○大山 ありがとうございます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 あと、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○浦口（三菱総合研究所） 三菱総合研究所の浦口と申します。 

 ＰＤＤの作成に少し携わっているんですけれども、その中で、Ａ/ＲのＰＤＤのガイドラ

インですとか、あといろいろな決定事項を見ていますと、使いにくいというのがありまし

て、排出系のＰＤＤを手がけている人間に言わせると、Ａ/Ｒはやっぱりおくれているねと

いうところがあるんですけれども、その排出系の知見をＡ/Ｒにそのままもう少し効率的に

持ってくることができれば、苦労も減るんではないかと思うんですが、そういう人的な交

流ですとか、知識の交換というのは、今行われているんでしょうか。 

○赤堀講師 すみません。私も本当に排出の方は不勉強で、もっとそちらの方の状況も理

解しなければいけないと思っておりますが、１つは、Ａ/Ｒワーキンググループには、必ず

１人、方法論のパネルから入っているはずなんですよね。ですから、そこからあちらでこ

う決まったんで、こちらでこう決めましょうね、みたいな話は、必ずあります。ですから、



 - 31 -

そこのつながりは一応あるはずですが、ただやはり森林特有だということで、複雑になっ

ていってしまうところがあるかと思います。そこのところもどういうふうにアプローチし

ていくかということになるわけですし、基本的にＥＢとＡ/Ｒワーキンググループで技術的

に決めてしまうのは。本当にだれでもこれ一応何か意見があれば、個人名でも投書してい

いことにはなっているんですよね。でも個人名ですと余り力がないかもしれませんけれど

も、一応見ることになっています。ですから、まずは例えばどういうところが、特に比較

の上で問題かということとか、ぜひまたちょっと教えていただきまして、あとはそれをど

ういうふうに持っていくことができるか。そのアプローチの仕方についても、ちょっと考

えていく必要があるかなと思っております。 

○浦口 ありがとうございました。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 あとまだ若干、時間がございますが、ご質問あるいはご意見等ございますでしょうか。 

 あと、よろしいでしょうか。 

 それでは、そろそろ時間でございますので、ご質問等も尽きたようでございます。 

 以上をもちまして、ＣＯＰ12等報告会を終了させていただきます。また、 後になりま

すが、赤堀補佐に本当に長時間にわたりましてご報告あるいは質疑応答のお答え、丁寧に

していただきまして、本当にありがとうございました。 

 ○赤堀講師 それで、ちょっと一言だけ。何かありましたら、そちらの今日お配りしま

した資料の頭に、Ｅメールアドレスとかありますので、ぜひご連絡いただければと思いま

す。 

○司会 それでは、 後に赤堀講師に拍手をよろしくお願いいたします。以上で終了いた

します。（拍手） 

 今日は、どうもありがとうございました。（拍手） 

 

閉  会 
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気候変動関連交渉及び気候変動関連交渉及び
植林ＣＤＭに関する動き植林ＣＤＭに関する動き

林野庁海外林業協力室・赤堀林野庁海外林業協力室・赤堀

２００６年１２月２００６年１２月

satoshi_akahori@nm.maff.go.jpsatoshi_akahori@nm.maff.go.jp

１．ＣＯＰ１２の概要と交渉全体の流れ１．ＣＯＰ１２の概要と交渉全体の流れ

２．ＣＤＭに関する議論２．ＣＤＭに関する議論

２．１２．１ ＣＤＭ理事会ＣＤＭ理事会//植林ＷＧ植林ＷＧ

２．２２．２ ＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２ＭＯＰ２

３．森林減少に関する議論３．森林減少に関する議論
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１．ＣＯＰ１２の概要と交渉全体の流れ１．ＣＯＰ１２の概要と交渉全体の流れ

COP12COP12、、COP/MOP2COP/MOP2の概要の概要

１１月６日から１７日までケニア・ナイロビで開催１１月６日から１７日までケニア・ナイロビで開催

条約締約国１８０カ国、国際機関、ＮＧＯ等のオブ条約締約国１８０カ国、国際機関、ＮＧＯ等のオブ
ザーバーも含め約６ザーバーも含め約６,,０００名が参加、閣僚会合には０００名が参加、閣僚会合には

アナン国連事務総長が出席アナン国連事務総長が出席

我が国からは、若林環境大臣ほか約８０名の関係我が国からは、若林環境大臣ほか約８０名の関係
者が出席者が出席

次回ＣＯＰ１３、ＣＯＰ次回ＣＯＰ１３、ＣＯＰ//ＭＯＰ３は、インドネシアで開催ＭＯＰ３は、インドネシアで開催

予定。予定。
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COP12COP12、、COP/MOP2COP/MOP2の主な成果の主な成果

２０１３年以降の枠組について、議定書９条による第１回２０１３年以降の枠組について、議定書９条による第１回
見直しを実施、第２回は２００８年のＣＯＰ見直しを実施、第２回は２００８年のＣＯＰ//ＭＯＰ４。また、ＭＯＰ４。また、

先進国の約束に関する第２回ＡＷＧを開催、今後の作先進国の約束に関する第２回ＡＷＧを開催、今後の作
業スケジュール決定。業スケジュール決定。

適用に関する「ナイロビ作業計画」、技術移転に関する適用に関する「ナイロビ作業計画」、技術移転に関する
専門家グループの延長など、途上国支援について検討。専門家グループの延長など、途上国支援について検討。

ＣＤＭについて、ＣＣＳ、小規模ＣＤＭの上限値拡大、地ＣＤＭについて、ＣＣＳ、小規模ＣＤＭの上限値拡大、地
域バランス、植林ＣＤＭのガイダンス等について検討、域バランス、植林ＣＤＭのガイダンス等について検討、
途上国のＣＤＭ参加支援イニシャチブ「ナイロビ・フレー途上国のＣＤＭ参加支援イニシャチブ「ナイロビ・フレー
ムワーク」を発表。ムワーク」を発表。

全体会合全体会合
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個別会合（ＣＤＭコンタクトグループ）個別会合（ＣＤＭコンタクトグループ）

気候変動に関する将来枠組の検討体制気候変動に関する将来枠組の検討体制

京都議定書第一約束期間終了後の枠組については以下の３つの検討プロセスか京都議定書第一約束期間終了後の枠組については以下の３つの検討プロセスか

らなる検討体制が整備らなる検討体制が整備

我
が
国
は
「全
て
の
国
が
参
加
す
る
実
効
性
あ
る

我
が
国
は
「全
て
の
国
が
参
加
す
る
実
効
性
あ
る

枠
組
の
構
築
」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
３
つ
の
プ
ロ
セ
ス

枠
組
の
構
築
」を
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ト
に
、
３
つ
の
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セ
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を
セ
ッ
ト
で
議
論
す
べ
き
と
主
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を
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ッ
ト
で
議
論
す
べ
き
と
主
張

①長期協力対話①長期協力対話
（全ての条約加盟国による長期的協力のための行動に関する対話）（全ての条約加盟国による長期的協力のための行動に関する対話）

•• 途上国、米、豪を含む全ての条約締約国による将来的な気候変動対策に途上国、米、豪を含む全ての条約締約国による将来的な気候変動対策に
関する意見・情報交換関する意見・情報交換

•• 20062006年年55月から最大４回のワークショップを開催月から最大４回のワークショップを開催
•• 結果は結果はCOP12COP12、、1313に報告に報告
•• 議題：持続可能な開発、適応、技術、市場メカニズム議題：持続可能な開発、適応、技術、市場メカニズム 等等

条約に基づくプロセス条約に基づくプロセス

②９条に基づく議定書の見直し②９条に基づく議定書の見直し
・・20062006年年1111月の月のCOP/MOP2COP/MOP2から検から検
討開始討開始

・具体的な議題、関連情報等につ・具体的な議題、関連情報等につ
いてはいては20062006年年99月までに各国から月までに各国から

意見提出意見提出

③３条９項に基づく検討③３条９項に基づく検討
・・附属書附属書ⅠⅠ国の次期約束期間の削国の次期約束期間の削
減目標減目標に関する検討に関する検討

・・COP/MOPCOP/MOPの下に作業部会（ＡＷの下に作業部会（ＡＷ
Ｇ）を設置し、Ｇ）を設置し、20062006年年55月から議論月から議論
開始開始

・・第一約束期間と第二約束期間の空第一約束期間と第二約束期間の空
白を生じない白を生じないよう検討を進めるよう検討を進める

議定書に基づくプロセス議定書に基づくプロセス
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検討スケジュール（見込み）検討スケジュール（見込み）

将将

来来

枠枠

組組

のの

合合

意意

第二？

政府専門家
セミナー

20052005 20062006 20082008 200X200X 20132013--

②９条：議定書の見直し

②３．９条：次期約束

COP11
COP/MOP1

COP12
COP/MOP2

COP13
COP/MOP3

20072007

COP1X
COP/MOPX

①長期協力対話

G8(G8(英国英国))
グレンイーグルス行動計画グレンイーグルス行動計画

G8(G8(日本日本))

IPCCIPCC
第４次報告書第４次報告書

発効発効

条
約
の
下
の
枠
組

COP14
COP/MOP4

２．ＣＤＭに関する議論２．ＣＤＭに関する議論

２．１２．１ ＣＤＭ理事会ＣＤＭ理事会//植林ＷＧ植林ＷＧ
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京都議定書ガイドライン作成京都議定書ガイドライン作成

•• ＣＯＰ７（２００１年１１月）：京都議定書全般ＣＯＰ７（２００１年１１月）：京都議定書全般
（植林ＣＤＭ以外）（植林ＣＤＭ以外）

•• ＣＯＰ９（２００３年１１月）：植林ＣＤＭＣＯＰ９（２００３年１１月）：植林ＣＤＭ

•• ＣＯＰ１０（２００４年１１月）：小規模植林ＣＤＭＣＯＰ１０（２００４年１１月）：小規模植林ＣＤＭ

※※ 排出源ＣＤＭより数年の遅れはあるものの、排出源ＣＤＭより数年の遅れはあるものの、
原則は策定済み、今後は方法論・ＰＤＤの策原則は策定済み、今後は方法論・ＰＤＤの策
定、ＣＤＭプロジェクトの承認・実施へ。定、ＣＤＭプロジェクトの承認・実施へ。

ＣＤＭプロジェクトの状況ＣＤＭプロジェクトの状況
（２００６年１２月）（２００６年１２月）

登録されたプロジェクト登録されたプロジェクト
・・・・・・ ４５１件４５１件

発行されたＣＥＲ発行されたＣＥＲ
・・・・・・ ２４２４,,０２８０２８,,７８５７８５ ＣＥＲＣＥＲ

植林ＣＤＭ植林ＣＤＭ

・・・・・・ 承認方法論５件承認方法論５件

登録登録プロジェクト１件プロジェクト１件
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ＣＤＭ理事会（ＥＢ）、植林ＷＧＣＤＭ理事会（ＥＢ）、植林ＷＧ

ＥＢ：年に４～５回ほどＥＢ：年に４～５回ほど

ＥＢの下に、方法論パネル、植林ＷＧ（ＡＲＷＥＢの下に、方法論パネル、植林ＷＧ（ＡＲＷ
Ｇ）など（ＥＢとＥＢ間に開催）Ｇ）など（ＥＢとＥＢ間に開催）

※※ ＵＮＦＣＣＣ条約事務局のＨＰに情報あり、ＵＮＦＣＣＣ条約事務局のＨＰに情報あり、
アップデートな動きについては、こちらを参照。アップデートな動きについては、こちらを参照。

http://http://cdm.unfccc.intcdm.unfccc.int//

ＥＢ、ＡＲＷＧ（２００６年）ＥＢ、ＡＲＷＧ（２００６年）

ＥＢ２３（２月）ＥＢ２３（２月）

ＥＢ２４（５月）ＥＢ２４（５月）

ＥＢ２５（７月）ＥＢ２５（７月）

ＥＢ２６（９月）ＥＢ２６（９月）

ＥＢ２７（１０月）ＥＢ２７（１０月）

ＥＢ２８（１２月）ＥＢ２８（１２月）

ＡＲＷＧ７（２月）ＡＲＷＧ７（２月）

ＡＲＷＧ８（３月）ＡＲＷＧ８（３月）

ＡＲＷＧ９（６月）ＡＲＷＧ９（６月）

ＡＲＷＧ１０（８月）ＡＲＷＧ１０（８月）

ＡＲＷＧ１１（１２月）ＡＲＷＧ１１（１２月）
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(1) (1) CDMCDMプロジェクトの計画策定プロジェクトの計画策定

CDMCDMの手続きの流れの手続きの流れ

(2) (2) 方法論の選択方法論の選択

(3) (3) プロジェクト設計書（ＰＤＤ）の作成プロジェクト設計書（ＰＤＤ）の作成

(5) (5) 指定運営組織指定運営組織(DOE)(DOE)によるプロジェクトの有効化審査によるプロジェクトの有効化審査

適当な方法論がない場合は適当な方法論がない場合は
新方法論の作成・ＥＢの承認新方法論の作成・ＥＢの承認

(4) (4) ホスト国を含む関係締約国による承認ホスト国を含む関係締約国による承認

(7) (7) プロジェクトの実施プロジェクトの実施

(8) (8) モニタリングモニタリング

(9) (9) CERCERの検証・認証の検証・認証

(10) (10) CERCERの発行の発行 ((tCERtCER / / lCERlCER))

(11) (11) CERCERの適用の適用 →→ 補填補填

CDMCDMの手続きの流れの手続きの流れ((続続))
(6) (6) プロジェクトの登録プロジェクトの登録
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植林ＣＤＭ方法論植林ＣＤＭ方法論

これまでに、３０の方法論の提出ありこれまでに、３０の方法論の提出あり

承認済み方法論：計５件承認済み方法論：計５件

ARAR--AM0001 Reforestation on degraded land AM0001 Reforestation on degraded land （中（中
国広西自治区、国広西自治区、EB22(05EB22(05年年1111月月))で承認、で承認、
EB24(06EB24(06年年55月）で若干の改訂）月）で若干の改訂）

ARAR--AM0002AM0002 Restoration of degraded lands Restoration of degraded lands 
through through afforestationafforestation / reforestation / reforestation （モルドバ、（モルドバ、
EB24EB24で承認）で承認）

植林ＣＤＭ方法論植林ＣＤＭ方法論

ARAR--AM000AM0003 3 AfforestationAfforestation and reforestation of and reforestation of 
degraded land through tree planting, assisted degraded land through tree planting, assisted 
natural regeneration and control of animal natural regeneration and control of animal 
grazing grazing （アルバニア、（アルバニア、EB24EB24で承認、で承認、EB26(06EB26(06月月99
月月))で若干の改訂）で若干の改訂）

ARAR--AM0004AM0004 Reforestation or Reforestation or afforestationafforestation of of 
land currently under agricultural use land currently under agricultural use （ホンジュラ（ホンジュラ
ス、ス、EB26EB26で承認）で承認）

ARAR--AM0005AM0005 AfforestationAfforestation and reforestation and reforestation 
project activities implemented for industrial project activities implemented for industrial 
and/or commercial usesand/or commercial uses（ブラジル、（ブラジル、EB28EB28で承認）で承認）
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我が国関連案件我が国関連案件
ARNM0021 Reforestation of Land currently ARNM0021 Reforestation of Land currently 
agricultural or pastoral use agricultural or pastoral use （エクアドル、リコー（エクアドル、リコー
/CI/CI、、EB26(06EB26(06年年99月月))ででBB判定）判定）

ARNM0028ARNM0028 AfforestationAfforestation or restoration on or restoration on 
degraded land for sustainable wood production degraded land for sustainable wood production 
using remote sensing data to measure carbon using remote sensing data to measure carbon 
stock changes stock changes （マダガスカル王子製紙、（マダガスカル王子製紙、EB28EB28でで
BB判定）判定）

→→ 双方とも双方とも実施者が改訂の上、実施者が改訂の上、ARWG/EBARWG/EBで更にで更に
審査審査

植林ＣＤＭ方法論植林ＣＤＭ方法論

植林ＣＤＭ方法論植林ＣＤＭ方法論

小規模ＣＤＭ小規模ＣＤＭ
COP10COP10（（0404年年1212月）で、月）で、EBEBが小規模植林が小規模植林CDMCDM方方
法論を策定することを決定（法論を策定することを決定（14/CP.1014/CP.10）。これを受）。これを受
け、け、ARWG5ARWG5（（0505年年88～～99月）までに方法論を策定、月）までに方法論を策定、
EB21EB21（同（同99月）で合意の上、月）で合意の上、COP/MOP1COP/MOP1で採択で採択
(FCCC/KP/2005/4/add1(FCCC/KP/2005/4/add1）。）。

EB26EB26では、地下バイオマス推計式等について改では、地下バイオマス推計式等について改
訂（訂（ARAR--AMS0001ver2AMS0001ver2））

EB28EB28では、では、BLBLでのバイオマス推計式や放牧キャでのバイオマス推計式や放牧キャ
パのリーケージ等について改訂（同パのリーケージ等について改訂（同ver4ver4））
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植林ＣＤＭプロジェクト植林ＣＤＭプロジェクト

登録済み登録済み(registration)(registration)のものは次の１件、のものは次の１件、
ARAR--AM0001 Reforestation on degraded land AM0001 Reforestation on degraded land 
によるものによるもの

Facilitation Reforestation for Facilitation Reforestation for GuanGuanggxixi Watershed Watershed 
Management in Pearl River Basin Management in Pearl River Basin （中国広西自（中国広西自
治区珠江流域管理、本年治区珠江流域管理、本年1111月登録）月登録）

植林ＣＤＭプロジェクト植林ＣＤＭプロジェクト
植林植林CDMCDMプロジェクトとしての登録プロジェクトとしての登録(registration)(registration)に向に向
け、有効化け、有効化(validation)(validation)対応中のもの：計３件対応中のもの：計３件

（（ARAR--AM0001AM0001ver2ver2 Reforestation on degraded landReforestation on degraded land））
Reforestation of severely degraded landmass in Reforestation of severely degraded landmass in 
KhammanKhamman District in Andhra Pradesh, India under ITC District in Andhra Pradesh, India under ITC 
Social Forestry Project Social Forestry Project （インド・アンドラプラデシュ州）（インド・アンドラプラデシュ州）

BagepelliBagepelli CDM Reforestation CDM Reforestation ProgrammeProgramme （インド・カル（インド・カル
ナータカ州）ナータカ州）

（（ARAR--AMAMSS00010001ver2ver2 Simplified BL and monitoring for Simplified BL and monitoring for 
smallsmall--scale AR CDM project activitiesscale AR CDM project activities））

SmallSmall--scale Reforestation for Landscape Restoration  scale Reforestation for Landscape Restoration  
（中国雲南省保定市騰沖県）（中国雲南省保定市騰沖県）
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ガイダンスガイダンス
ＡＲＷＧ→ＥＢで検討、方法論パネル（排出削減ＣＤＭ）ＡＲＷＧ→ＥＢで検討、方法論パネル（排出削減ＣＤＭ）
との関連もありとの関連もあり

（ＥＢ２０）バイオマスの定義他（付属書８）（ＥＢ２０）バイオマスの定義他（付属書８）
（ＥＢ２１）追加性（付属書１６）（ＥＢ２１）追加性（付属書１６）、、プロジェクト策定手続き（付プロジェクト策定手続き（付

属書１８）属書１８）、、ExEx--anteante他（付属書２０）他（付属書２０）
（ＥＢ２２）方法論各要素明確化（付属書１５）（ＥＢ２２）方法論各要素明確化（付属書１５）、、土地適格性土地適格性

（付属書１６）（付属書１６）
（ＥＢ２３）再生可能バイオマスの定義（付属書１８）（ＥＢ２３）再生可能バイオマスの定義（付属書１８）、、ＢＬシＢＬシ

ナリオにおける国内政策・状況（付属書１９）ナリオにおける国内政策・状況（付属書１９）
（ＥＢ２４）ＢＬシナリオ（付属書１９）（ＥＢ２４）ＢＬシナリオ（付属書１９）
（ＥＢ２５）方法論提出手続き（付属書２４）（ＥＢ２５）方法論提出手続き（付属書２４）

（ＥＢ２６）土地適格性証明手続きの改訂（付属書（ＥＢ２６）土地適格性証明手続きの改訂（付属書1818）、施）、施
肥による肥によるNN22OOの間接的排出（の間接的排出（EB26EB26報告書パラ報告書パラ5050））

（ＥＢ２８）新方法論策定にあたっての技術的ガイドライン（ＥＢ２８）新方法論策定にあたっての技術的ガイドライン
（付属書１９）（付属書１９）

ＥＢ２８の結果（ＥＢ２８の結果（1212月月1212～～1515日）日）

方法論の審査方法論の審査
ARNM0015revARNM0015rev（ブラジル）：Ａ→（ブラジル）：Ａ→ARAR--AM0005AM0005

ARNM0026ARNM0026（コスタリカ）、（コスタリカ）、ARNM0028ARNM0028（マダガスカル）：Ｂ（マダガスカル）：Ｂ

ARNM0013revARNM0013rev（（ベリーズベリーズ））、、ARNM0030ARNM0030（コロンビア）：Ｃ（コロンビア）：Ｃ

各種ガイダンス各種ガイダンス
プロジェクト前排出の取扱い（プロジェクト前排出の取扱い（EB22EB22策定）を、策定）を、BLBLシナリオ・シナリオ・
パラパラ22(b)22(b)（経済的に好ましいシナリオ）にも適用（経済的に好ましいシナリオ）にも適用

「マーケットリーケージ」は植林「マーケットリーケージ」は植林CDMCDMで取り扱わないで取り扱わない

新方法論策定にあたっての技術的ガイドラインの採択（付新方法論策定にあたっての技術的ガイドラインの採択（付
属書１９）属書１９）

COP/MOP2COP/MOP2での決定（後述）での決定（後述）
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２．ＣＤＭに関する議論２．ＣＤＭに関する議論

２．２２．２ ＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２ＭＯＰ２

ＣＤＭに関するＣＯＰＣＤＭに関するＣＯＰ//ＭＯＰ２での論点ＭＯＰ２での論点

二酸化炭素回収・貯留二酸化炭素回収・貯留((ＣＣＳＣＣＳ))プロジェクトプロジェクト
の取扱いの取扱い

小規模小規模ＣＤＭＣＤＭ（省エネ）の上限値拡大（省エネ）の上限値拡大

ＣＤＭＣＤＭプロジェクトの地域バランスプロジェクトの地域バランス

植林植林ＣＤＭＣＤＭ
土地適格性ガイダンス土地適格性ガイダンス

小規模植林ＣＤＭの上限値小規模植林ＣＤＭの上限値
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土地適格性ガイダンス土地適格性ガイダンス

第第２２２２回理事会回理事会((ＥＢ２２ＥＢ２２、昨年、昨年１１１１月）で策月）で策
定（定（ＥＢ２２ＥＢ２２報告書報告書Ａｎｎｅｘ１６Ａｎｎｅｘ１６）。）。

第第２６２６回回ＣＤＭＣＤＭ理事会（理事会（ＥＢ２６ＥＢ２６、本年、本年９９月）月）
では、ガイダンスのでは、ガイダンスの明確化明確化を図るものとしを図るものとし
て、その改訂に合意（て、その改訂に合意（ＥＢ２６ＥＢ２６報告書報告書ＡｎｎｅＡｎｎｅ
ｘ１８ｘ１８）。）。

プロジェクト開始時に森林でなかったことの証明プロジェクト開始時に森林でなかったことの証明

活動が再植林又は新規植林であることの証明活動が再植林又は新規植林であることの証明

以上を証明するための情報以上を証明するための情報

土地適格性ガイダンスの改訂土地適格性ガイダンスの改訂(1)(1)

１（ａ）．１（ａ）．プロジェクト開始時に森林でなかったプロジェクト開始時に森林でなかった
ことの証明ことの証明
木本植生が木本植生がホスト国森林定義の閾値（樹冠率、成熟ホスト国森林定義の閾値（樹冠率、成熟
時の樹高、最小面積、時の樹高、最小面積、最小幅最小幅）を下回る。）を下回る。

人為介入なしに森林に達する可能性のある幼齢林人為介入なしに森林に達する可能性のある幼齢林
分・植林ではない。分・植林ではない。

収穫等により、収穫等により、ホスト国の森林施業に矛盾しない期ホスト国の森林施業に矛盾しない期
間、間、一時的に蓄積がない状況ではない。一時的に蓄積がない状況ではない。

環境条件、人為圧力、種子源の欠如により、森林に環境条件、人為圧力、種子源の欠如により、森林に
達する天然木本植生の侵入・更新が起こらない。達する天然木本植生の侵入・更新が起こらない。
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土地適格性ガイダンスの改訂土地適格性ガイダンスの改訂(2)(2)

１（ｂ）．１（ｂ）．活動が再植林又は新規植林であるこ活動が再植林又は新規植林であるこ
との証明との証明
再植林：再植林：１９８９１９８９年年１２１２月月３１３１日に日に１（ａ）１（ａ）によりマラケシュ合によりマラケシュ合
意の森林定義により意の森林定義により森林ではなかった。森林ではなかった。

新規植林：少なくとも新規植林：少なくとも５０５０年間森林ではなく、年間森林ではなく、これを少なくこれを少なく
とも４回証明すること（例えば、プロジェクト開始の１０、２とも４回証明すること（例えば、プロジェクト開始の１０、２
５、４０、５０年前）。５、４０、５０年前）。

１９９０１９９０年年１１月月１１日以降、その土地の木本植生がホスト国日以降、その土地の木本植生がホスト国
の森林定義による森林に達したことは１度もない（脚注：の森林定義による森林に達したことは１度もない（脚注：
ＩＰＣＣＩＰＣＣののＬＵＬＵＣＦ・ＧＰＧＬＵＬＵＣＦ・ＧＰＧによれば、によれば、９０９０年以降森林破壊年以降森林破壊
（（DeforestationDeforestation）があった土地での吸収量は、再植林と）があった土地での吸収量は、再植林と
しては計上されないこととなっている）。しては計上されないこととなっている）。

土地適格性ガイダンスの改訂土地適格性ガイダンスの改訂(3)(3)

2. 1(a)2. 1(a)及び及び(b)(b)を証明するための情報を証明するための情報
地上の参照データにより補足された地上航空写真地上の参照データにより補足された地上航空写真
や衛星画像、又はや衛星画像、又は

地図又はデジタルデータセットからの土地利用又は地図又はデジタルデータセットからの土地利用又は
土地被覆情報、土地被覆情報、又は又は

地上ベースの調査（土地利用許可、計画や地籍、所地上ベースの調査（土地利用許可、計画や地籍、所
有登録など地域の登録情報有登録など地域の登録情報からの土地利用又は土からの土地利用又は土
地被覆情報）、地被覆情報）、又は又は

上記が入手・適用不能な場合、参加型農村調査法上記が入手・適用不能な場合、参加型農村調査法
(PRA)(PRA)による証言文書を作成・提出。による証言文書を作成・提出。
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土地適格性ガイダンスに関する議論土地適格性ガイダンスに関する議論

（コロンビア、ブラジル、我が国等）（コロンビア、ブラジル、我が国等）
ＥＢＥＢが判断を誤る場合もあり、これをが判断を誤る場合もあり、これをＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰＭＯＰが指摘し改が指摘し改
善を指示することに何ら問題はない。善を指示することに何ら問題はない。

１９９０１９９０年年１１月月１１日以降森林に達したことが１度もないことを要日以降森林に達したことが１度もないことを要
件とすることは、マラケシュ合意を逸脱。件とすることは、マラケシュ合意を逸脱。

脚注での脚注でのＩＰＣＣＩＰＣＣののＬＵＬＵＣＦ・ＧＰＧＬＵＬＵＣＦ・ＧＰＧの引用部分は、先進国にの引用部分は、先進国に
適用される適用されるＫＰ３条３項ＫＰ３条３項についてであり、文脈を逸脱。についてであり、文脈を逸脱。

（（ＥＵＥＵ、中国）、中国）
ＥＢＥＢの技術的判断をの技術的判断をＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰＭＯＰで覆すことは不適当。で覆すことは不適当。

１９９０１９９０年年１１月月１１日以降森林に達したことが１度もないことを要日以降森林に達したことが１度もないことを要
件としなければ、森林破壊件としなければ、森林破壊（Ｄｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ（Ｄｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ）が行われる恐）が行われる恐
れあり。れあり。

小規模植林ＣＤＭの上限値に関する議論小規模植林ＣＤＭの上限値に関する議論

ＣＯＰ９ＣＯＰ９（平成（平成１５１５年）で、小規模植林年）で、小規模植林ＣＤＭＣＤＭ
の上限値をの上限値を８８ｷﾛｷﾛCOCO22ﾄﾝﾄﾝ//年に決定。年に決定。ＣＯＰ１ＣＯＰ１
００（平成（平成１６１６年）で、小規模植林年）で、小規模植林ＣＤＭＣＤＭの簡の簡
素化ルールを決定。素化ルールを決定。

ＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２ＭＯＰ２では、コロンビア、ボリビアでは、コロンビア、ボリビア
が、小規模植林が、小規模植林ＣＤＭＣＤＭの上限値についての上限値について
再検討すべきであると主張。ブラジルは、再検討すべきであると主張。ブラジルは、
本件は本件はＣＯＰＣＯＰによる決定であり、再検討にによる決定であり、再検討に
は消極的であることを示唆は消極的であることを示唆。
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ＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２での結論ＭＯＰ２での結論

土地適格性ガイダンス土地適格性ガイダンス
ＥＢ２２のオリジナル版及びＥＢ２６の改訂ＥＢ２２のオリジナル版及びＥＢ２６の改訂
版の双方を保留版の双方を保留(put on hold)(put on hold)。。

公開での意見聴取公開での意見聴取(public input)(public input)を行い、こを行い、こ
れを踏まえＣＤＭ理事会が再度ガイダンスれを踏まえＣＤＭ理事会が再度ガイダンス
を策定した後、改めて公開での意見聴取をを策定した後、改めて公開での意見聴取を
実施。実施。

ＥＢ２８では、公開での意見聴取を来年１月ＥＢ２８では、公開での意見聴取を来年１月
１日から２月２１日までとすることで合意。１日から２月２１日までとすることで合意。

小規模植林小規模植林ＣＤＭＣＤＭの上限値の上限値
来年２月２３日までに各国等は意見を提出、来年２月２３日までに各国等は意見を提出、
これに基づき次回のＳＢＳＴＡ２６で検討。これに基づき次回のＳＢＳＴＡ２６で検討。

ＥＢ２８では、このＣＯＰＥＢ２８では、このＣＯＰ//ＭＯＰ決定をテーＭＯＰ決定をテー
クノート。クノート。

ＣＤＭＣＤＭに関するに関するＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２ＭＯＰ２決議は以下の決議は以下の
通り、パラ通り、パラ２５２５～～２７２７が植林が植林ＣＤＭＣＤＭに関する部に関する部
分。分。

http://unfccc.int/files/meetings/cop_12/application/pdf/cmp_8.pdhttp://unfccc.int/files/meetings/cop_12/application/pdf/cmp_8.pdff

ＣＯＰＣＯＰ//ＭＯＰ２での結論ＭＯＰ２での結論
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林野庁としての対応林野庁としての対応

ＣＤＭ植林技術指針調査事業：方法論・ＰＤＤＣＤＭ植林技術指針調査事業：方法論・ＰＤＤ
作成の支援作成の支援

ＣＤＭ植林ベースライン調査事業：炭素吸収ＣＤＭ植林ベースライン調査事業：炭素吸収
量などデータ収集量などデータ収集

ＣＤＭ植林人材育成事業：国内・海外研修なＣＤＭ植林人材育成事業：国内・海外研修な
ど通じた人材育成ど通じた人材育成

→→ 国際緑化推進センター（国際緑化推進センター（JIFPROJIFPRO）主催、国）主催、国
内研修及び国際フォーラム（来年２月）内研修及び国際フォーラム（来年２月）

ＥＢなどの情報ＥＢなどの情報

林野庁ＨＰ（ヘルプデスク）：近日「ロードマッ林野庁ＨＰ（ヘルプデスク）：近日「ロードマッ
プ」掲載予定プ」掲載予定
http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htmhttp://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htm

海外産業植林センターＨＰ：方法論、ツールな海外産業植林センターＨＰ：方法論、ツールな
どの翻訳版どの翻訳版
http://www.jopp.or.jp/CDM/index.htmlhttp://www.jopp.or.jp/CDM/index.html
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今後の動き今後の動き

ＥＢ・ＡＲＷＧでの議論の方向性ＥＢ・ＡＲＷＧでの議論の方向性

不確実性の取扱い不確実性の取扱い

ＱＡＱＡ//ＱＣＱＣ

他他

方法論・ＰＤＤの承認、ＣＤＭ事業の有効化・方法論・ＰＤＤの承認、ＣＤＭ事業の有効化・
登録の過程を通じてのみ知り得る要素あり。登録の過程を通じてのみ知り得る要素あり。
経験の共有の重要性経験の共有の重要性

３．森林減少に関する議論３．森林減少に関する議論
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背景背景
森林減少による排出量は化石燃料の排出量に匹敵森林減少による排出量は化石燃料の排出量に匹敵

全世界の排出量の全世界の排出量の2020--25%25%、我が国排出総量の約５倍、米国の、我が国排出総量の約５倍、米国の
総排出量に匹敵総排出量に匹敵

世界の森林減少は年間８２０万ｈａ（２０００～２００５年平均）、世界の森林減少は年間８２０万ｈａ（２０００～２００５年平均）、
途上国に集中途上国に集中

森林減少による年平均排森林減少による年平均排
出量（出量（19891989--19951995）と化石）と化石

燃料（燃料（19901990--19991999）との比）との比
較（単位：百万トン較（単位：百万トン--CO2CO2））

これまでの議論の動きこれまでの議論の動き

ＣＯＰ１１（昨年１１～１２月）において、ＰＮＧ・コスタリカＣＯＰ１１（昨年１１～１２月）において、ＰＮＧ・コスタリカ
が、森林減少抑制に関するインセンティブの仕組みのが、森林減少抑制に関するインセンティブの仕組みの
創設を提案。議論の結果、ＳＢＳＴＡ２７（来年末）までの創設を提案。議論の結果、ＳＢＳＴＡ２７（来年末）までの
検討結果取りまとめ、ＳＢＳＴＡ２５（本年１１月）前のワー検討結果取りまとめ、ＳＢＳＴＡ２５（本年１１月）前のワー
クショップ開催に合意。クショップ開催に合意。

ＳＢＳＴＡ２４（本年５月）では、ワークショップのアジェンＳＢＳＴＡ２４（本年５月）では、ワークショップのアジェン
ダについて議論、科学的・技術的事項及び政策措置のダについて議論、科学的・技術的事項及び政策措置の
両面について意見交換することで合意。両面について意見交換することで合意。

第１回ワークショップ（本年８月）では、森林減少抑制に第１回ワークショップ（本年８月）では、森林減少抑制に
関する科学的・技術的事項及び政策措置について意見関する科学的・技術的事項及び政策措置について意見
交換。ＰＮＧ・コスタリカが、インセンティブの仕組みの創交換。ＰＮＧ・コスタリカが、インセンティブの仕組みの創
設を提案。設を提案。
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PNGPNG・コスタリカ提案・コスタリカ提案

主旨主旨
熱帯林からの排出削熱帯林からの排出削
減への取組に対し、ク減への取組に対し、ク
レジットの付与などイレジットの付与などイ
ンセンティブを与えるンセンティブを与える
仕組みの策定が必要仕組みの策定が必要

コンセプトコンセプト
歴史的な経緯から予歴史的な経緯から予
測される排出量と実績測される排出量と実績
の排出量を比較してアの排出量を比較してア
カウントカウント

以下を利点として主張以下を利点として主張

追加性追加性
国レベルの森林減少率のベースライン作成により国レベルの森林減少率のベースライン作成により

確保確保

リーケージリーケージ
国レベルで森林減少を取り扱うことにより防止国レベルで森林減少を取り扱うことにより防止

モニタリングモニタリング
リモセンにより正確かつ低コストにモニタリングリモセンにより正確かつ低コストにモニタリング

PNGPNG・コスタリカ提案における技術的対応・コスタリカ提案における技術的対応
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各国の動向各国の動向

附属書附属書ⅠⅠ国国

森林減少対策の重要性は認めつつも、アプローチ森林減少対策の重要性は認めつつも、アプローチ
を絞り込むのは尚早。技術的・方法論的な課題、適を絞り込むのは尚早。技術的・方法論的な課題、適
用可能性等について十分な検討が必要。用可能性等について十分な検討が必要。

米：米： 新たなメカニズムの導入に消極的。新たなメカニズムの導入に消極的。GEFGEF等既等既
存の枠組の活用も視野に入れるべき。存の枠組の活用も視野に入れるべき。

ＥＵ：ＥＵ： 実効性、公平性の観点から技術的・方法論実効性、公平性の観点から技術的・方法論
的に十分な検討が必要。技術的課題についてＥ的に十分な検討が必要。技術的課題についてＥ
Ｕ共同研究センターで分析に着手。パイロットプＵ共同研究センターで分析に着手。パイロットプ
ロジェクトの実施を検討中。ロジェクトの実施を検討中。

非附属書非附属書ⅠⅠ国国

PNGPNG、コスタ・リカ等、コスタ・リカ等
市場メカニズムの優位性を強く主張し、支持国を拡市場メカニズムの優位性を強く主張し、支持国を拡
大大

ブラジルブラジル
市場メカニズムに反対し、基金方式を提案市場メカニズムに反対し、基金方式を提案

中央アフリカ共和国中央アフリカ共和国
PNGPNG提案を支持しつつも、持続可能な管理下にあ提案を支持しつつも、持続可能な管理下にあ
る森林面積を基準とする基金方式を提案。コンゴる森林面積を基準とする基金方式を提案。コンゴ
流域６カ国が支持。流域６カ国が支持。

各国の動向各国の動向
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PNGPNG・コスタリカ提案における課題・コスタリカ提案における課題

森林劣化の取扱い森林劣化の取扱い
森林面積の減少を伴わない森林劣化も炭素排出の原因森林面積の減少を伴わない森林劣化も炭素排出の原因

３条３項の森林減少（付属書３条３項の森林減少（付属書ⅠⅠ国）国）
３条３項では伐採分を排出量として計上、ＰＮＧ・コスタリカ提案３条３項では伐採分を排出量として計上、ＰＮＧ・コスタリカ提案
では伐採しなかった分を排出削減了として評価では伐採しなかった分を排出削減了として評価

植林ＣＤＭとの整合性植林ＣＤＭとの整合性
植林ＣＤＭでは、追加性の証明、リーケージの防止、非永続性植林ＣＤＭでは、追加性の証明、リーケージの防止、非永続性
に対する補填等の要件ありに対する補填等の要件あり

追加性追加性
人為努力の効果と自然影響の効果の分離人為努力の効果と自然影響の効果の分離
森林が吸収源に転じた場合のベースラインの設定森林が吸収源に転じた場合のベースラインの設定
農産物価格や天候等による年変動の取扱い農産物価格や天候等による年変動の取扱い
既存の国内政策措置の評価既存の国内政策措置の評価

PNGPNG・コスタリカ提案における課題・コスタリカ提案における課題

リーケージリーケージ
エネルギー転換、農業活動等など他分野へのリーケージエネルギー転換、農業活動等など他分野へのリーケージ

近隣国への伐採地の移動など国境を越えたリーケージ近隣国への伐採地の移動など国境を越えたリーケージ

「不遵守」「不遵守」
ベースラインに到達しない場合はデビットが発生するとしているベースラインに到達しない場合はデビットが発生するとしている
が、「削減目標」としない場合のデビット抑制へのインセンティブが、「削減目標」としない場合のデビット抑制へのインセンティブ
の可能性の可能性

モニタリングモニタリング
国土の大きい国でコスト増大国土の大きい国でコスト増大
安価な低解像度画像での森林劣化の把握不可能安価な低解像度画像での森林劣化の把握不可能
更新を伴う伐採と土地利用変化を伴う伐採との区分更新を伴う伐採と土地利用変化を伴う伐採との区分

持続可能な森林経営の促進との整合性持続可能な森林経営の促進との整合性
林業サイクルの中で行われる伐採の評価林業サイクルの中で行われる伐採の評価
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第第２２回回ＷＳＷＳのスコープのスコープ
政策措置及びその実施に必要な技術的・方法論的事項政策措置及びその実施に必要な技術的・方法論的事項
に焦点を絞りつつ、第２回ＷＳの検討事項全般についてに焦点を絞りつつ、第２回ＷＳの検討事項全般について
引き続き議論引き続き議論

各国意見提出各国意見提出
PNGPNG提案等の政策措置に関する意見を提出提案等の政策措置に関する意見を提出

非附属書非附属書ⅠⅠ国の追加データ提出国の追加データ提出
森林減少の現状、トレンド等に関する最新の追加データ森林減少の現状、トレンド等に関する最新の追加データ
を提出を提出

SBSTA26SBSTA26以降の検討プロセス以降の検討プロセス
SBSTA26SBSTA26で２回のワークショップの報告、で２回のワークショップの報告、COP13COP13への勧への勧
告の取りまとめに着手告の取りまとめに着手
SBSTA26SBSTA26後の作業については後の作業についてはSBSTA26SBSTA26で検討で検討

森林減少に関するＳＢＳＴＡ２５での結論森林減少に関するＳＢＳＴＡ２５での結論

各国意見・データ提出各国意見・データ提出

第２回第２回WSWS

SBSTA26SBSTA26

SBSTA27SBSTA27（（COP13COP13に報告）に報告）

２２

３３

５５

1212

20072007

1111

月月

SBSTA25SBSTA2520062006

内容内容年年

検討スケジュール検討スケジュール

この間のこの間のWSWS開催等については開催等についてはSBSTA26SBSTA26で検討で検討
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ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。
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GE.06-70882 

Decision -/CMP.2 
 

Further guidance relating to the clean development mechanism 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 

Recalling the provisions of Articles 3 and 12 of the Kyoto Protocol,  

Cognizant of decisions 7/CMP.1 and -/CMP.2 (Capacity-building under the Kyoto Protocol), 

 Recognizing the rapidly expanding portfolio of clean development mechanism project activities 
and the increasing volume of work for the Executive Board of the clean development mechanism, 

 Welcoming the establishment of 112 designated national authorities, 91 among them in 
developing country Parties, 

 Reminding Parties wishing to participate in clean development mechanism project activities of the 
need to identify a designated national authority,  

 Reiterating the importance of ensuring the efficient, cost-effective and transparent functioning of 
the clean development mechanism and the executive and supervisory role of its Executive Board, 

Expressing deep appreciation to Parties that have so far contributed to funding the work of the 
clean development mechanism, 

Recalling paragraph 2 of Article 12 of the Kyoto Protocol, 

 Affirming that it is the host Party’s prerogative to confirm whether a clean development 
mechanism project activity assists it in achieving sustainable development, 



Advance unedited version 
 

 

                                                     

 Emphasizing that carbon dioxide capture and storage in geological formations should lead to the 
transfer of environmentally safe and sound technology and know-how, 

Noting that the Intergovernmental Panel on Climate Change special report on carbon dioxide 
capture and storage1 provides a comprehensive assessment of the scientific, technical, environmental, 
economic and social aspects of carbon dioxide capture and storage technologies as mitigation options, 

 Recognizing that there remain a number of unresolved technical, methodological, legal and policy 
issues relating to carbon dioxide capture and storage activities under the clean development mechanism, 
including those noted in the report of the Executive Board to the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its second session, 

 Recognizing that there is a need for capacity-building on carbon dioxide capture and storage 
technologies and their applications, 

 
General 

1.  Takes note with appreciation of the annual report for 2005–2006 of the Executive Board 
of the clean development mechanism, and of the availability of information on 409 registered clean 
development mechanism project activities; the issuance of the 18.8 million certified emission reductions; 
the accreditation/designation of 17 operational entities; the approval of 71 baseline and monitoring 
methodologies, including 10 consolidated methodologies; and the adoption of new and revised tools, 
manuals and clarifications to assist project participants;  

2.  Notes that the information in paragraph 1 above reflects an exponential growth in clean 
development mechanism activities during the reporting period; 

3.  Designates as operational entities those entities that have been accredited, and 
provisionally designated, as operational entities by the Executive Board to carry out sector-specific 
validation functions and/or sector-specific verification functions as listed in the annex to this decision; 

4.  Authorizes the Executive Board to extend the deadline for the submission for registration 
of the clean development mechanism project activities referred to in paragraph 4 of decision 7/CMP.1 
from 31 December 2006 to 31 March 2007; 

5.  Confirms that, in order to facilitate the accreditation process, the Executive Board may 
suspend/withdraw accreditation and reinstate/reaccredit a designated operational entity between two 
sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 

 
Governance 

6.  Commends the Executive Board for maintaining a management plan for the clean 
development mechanism, for the version made available to the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its second session,2 pursuant to provisions in paragraph 13 
(b) of decision 7/CMP.1, and for implementing measures to further streamline procedures and processes, 
within the resources available and in the context of an exponentially growing mechanism;  

7.  Encourages the Executive Board: 

(a) To continue to keep the management plan under review and make adjustments as 
necessary to continue ensuring the efficient, cost-effective, transparent and consistent 
functioning of the clean development mechanism; 

 
1 <http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-

final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm>. 
2 FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 (Part II). 
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(b) To continue its work on the catalogue of decisions with a view to making the catalogue 
publicly available towards the end of the first quarter of 2007 and thereafter updating it 
after each meeting of the Executive Board; 

(c) To improve public availability of the rationale for its decisions and to integrate such 
information into the catalogue of decisions; 

(d) To enhance the dialogue with project participants, as proposed in the clean development 
mechanism management plan, and identify other means to ensure equitable and 
transparent interaction with project participants; 

(e) To further emphasize its executive and supervisory role by, inter alia, ensuring effective 
use of its support structure, including its panels, other outside expertise and the 
secretariat, and by strengthening the role of designated operational entities; 

(f) To make use of and further develop management indicators; 

8.  Clarifies that with regard to revisions of the clean development mechanism management 
plan, the Executive Board shall: 

(a) Adopt revisions of the management plan, as necessary, on the basis of a draft prepared by 
the secretariat in response to needs identified by the Executive Board; 

(b) Make any revision of the management plan, adopted by the Executive Board, publicly 
available as an annex to its meeting report;  

(c) Submit the latest version of the management plan to the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at each session for its information; 

9.  Requests the secretariat to implement expeditiously a clean development mechanism 
management plan adopted by the Executive Board; 

10.  Requests the Executive Board to report to the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, at its third session, on its ability to deal with the 
exponentially growing workload under the current governance structure; 

11.  Requests the Executive Board to take into account the need to provide its annual report, 
including any annexes and addenda, prior to a session of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; this report shall cover the period from the previous session 
of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to the 
Executive Board meeting that takes place just prior to the one held in conjunction with the session of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 

12.  Requests the Executive Board to develop guidance for designated operational entities on 
verification and validation in order to promote quality and consistency in verification and validation 
reports; 

Methodologies and additionality 
13.  Takes note of the number of consolidated and approved methodologies covering a wide 

range of methodological approaches and applicability conditions, as well as the optional “combined tool 
to identify the baseline scenario and demonstrate additionality”;3 

 
3 Available at <http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>. 
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14.  Reiterates its encouragement to: 

(a) Project participants to develop, and the Executive Board to approve, more methodologies 
with broad applicability conditions to increase the validity and use of approved 
methodologies; 

(b) Parties, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, industry and 
others to support the development by project participants of broadly applicable 
methodologies; 

15.  Encourages the Executive Board: 

(a) To provide non-binding best practice examples on the demonstration of additionality to 
assist the development of project design documents, in particular for small-scale project 
activities; 

(b) To continue its efforts to broaden the application of methodologies while maintaining 
their environmental integrity and to ensure that consolidated methodologies cover the full 
range of methodological approaches and applicability conditions as in the underlying 
approved methodologies; 

(c) To further develop generic and user-friendly methodological tools that can assist project 
participants in designing or applying methodologies and thereby ensuring consistency 
and simplicity; 

16.  Requests the Executive Board: 

(a) To finalize with utmost priority its guidance relating to the definition of project activities 
under a programme of activities and procedures for registration as a single clean 
development mechanism project activity; 

(b) To finalize with utmost priority its work to improve the “tool for the demonstration and 
assessment of additionality”, as a follow-up to paragraph 25 (b) of decision 7/CMP.1; 

(c) To continue to consider new proposals to demonstrate additionality with a view to 
including approved approaches for the demonstration of additionality in baseline 
methodologies and to report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol at its third session; 

(d) To allow for a minimum time of 30 days, if possible, for submissions in response to a call 
by the Board for public input; 

17.  Encourages Parties, intergovernmental organizations, non-governmental organizations4 
and others to respond to calls by the Board for public input; 

18.  Takes note of the submissions by Parties on the consideration of carbon capture and 
storage as clean development mechanism project activities,5 the report from the in-session workshop 
organized by the secretariat in conjunction with the twenty-fourth session of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice,6 and the recommendation from the Executive Board and the Board’s 
analyses contained in annex 13 to the report of the twenty-sixth meeting of the Executive Board; 

 
4 Including business and industry non-governmental organizations, environmental non-governmental organizations, 

local government and municipal authorities organizations, indigenous peoples organizations, and research and 
independent non-governmental organizations. 

5 FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2. 
6 FCCC/KP/CMP/2006/3. 
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19.  Requests the Executive Board to continue to consider proposals for new methodologies, 
including the project design documents for carbon dioxide capture and storage in geological formations as 
clean development mechanism project activities, with a view to gaining further knowledge and 
understanding of matters related to the clean development mechanism as described in this decision; the 
new methodologies should take into account the guidance in this decision; approval of such 
methodologies for use for clean development mechanism project activities by the Executive Board can 
occur only after further guidance from the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol; 

20.  Encourages Parties, intergovernmental organizations, non-governmental organizations 
and others to organize global and regional workshops to enhance capacity-building on carbon dioxide 
capture and storage technologies and their applications and to share information on these workshops 
broadly; 

21.  Invites intergovernmental organizations and non-governmental organizations to provide 
to the secretariat, by 31 May 2007, information addressing the following issues: 

(a) Long-term physical leakage (seepage) levels of risks and uncertainty; 

(b) Project boundary issues (such as reservoirs in international waters, several projects using 
one reservoir) and projects involving more than one country (projects that cross national 
boundaries); 

(c) Long-term responsibility for monitoring the reservoir and any remediation measures that 
may be necessary after the end of the crediting period; 

(d) Long-term liability for storage sites; 

(e) Accounting options for any long-term seepage from reservoirs; 

(f) Criteria and steps for the selection of suitable storage sites with respect to the potential 
for release of greenhouse gases; 

(g) Potential leakage paths and site characteristics and monitoring methodologies for 
physical leakage (seepage) from the storage site and related infrastructure for example, 
transportation; 

(h) Operation of reservoirs (for example, well-sealing and abandonment procedures), 
dynamics of carbon dioxide distribution within the reservoir and remediation issues; 

(i) Any other relevant matters, including environmental impacts; 

22.  Invites Parties to make submissions to the secretariat, by 21 September 2007, on carbon 
dioxide capture and storage in geological formations as clean development mechanism project activities, 
addressing the issues identified in paragraph 21 above taking into consideration the submissions referred 
to in the same paragraph;  

23.  Requests the secretariat to compile and make available the information referred to in 
paragraphs 21 and 22 above for consideration by Parties at the twenty-seventh session of the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice; 

24.  Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, at its  
twenty-seventh session, to prepare recommendations on carbon dioxide capture and storage in geological 
formations as clean development mechanism project activities for consideration by Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its third session, with a view to 
taking a decision at the fourth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol; 
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25.  Decides to put on hold annex 16 to the report of the twenty-second meeting of the 
Executive Board and annex 18 to the twenty-sixth meeting of the Executive Board;7  

26.  Requests the Executive Board to prepare, after a call for public input, new procedures to 
demonstrate the eligibility of lands for afforestation and reforestation project activities under the clean 
development mechanism providing for an additional call for public input on a final draft; 

27.  Requests Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations to 
submit to the secretariat, by 23 February 2007, their views on the implications of possibly changing the 
limit established for small-scale afforestation and reforestation clean development mechanism project 
activities under decision 6/CMP.1, for consideration by Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice at its twenty-sixth session; 

28.  Decides to revise the definitions for small-scale clean development mechanism project 
activities referred to in paragraph 6 (c) of decision 17/CP.7, as follows:  

(a) Type I project activities shall remain the same, such that renewable energy project 
activities shall have a maximum output capacity of 15 MW (or an appropriate 
equivalent); 

(b) Type II project activities or those relating to improvements in energy efficiency which 
reduce energy consumption, on the supply and/or demand side, shall be limited to those 
with a maximum output of 60 GWh per year (or an appropriate equivalent); 

(c) Type III project activities, otherwise known as other project activities, shall be limited to 
those that result in emission reductions of less than or equal to 60 kt CO2 equivalent 
annually; 

29.  Invites Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations to 
submit to the Executive Board proposals for methodologies for small-scale clean development mechanism 
project activities that propose the switch from non-renewable biomass to renewable biomass, addressing 
issues related to leakage, differentiation between renewable and non-renewable biomass and consistency 
with paragraph 7 (a) of decision 17/CP.7; 

30.  Requests the Executive Board to make a recommendation to the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, at its third session, on a simplified 
methodology for calculating emission reductions for small-scale project activities that propose the switch 
from non-renewable to renewable biomass; approval of such methodologies by the Executive Board for 
use for clean development mechanism project activities can occur only after concurrence of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 

Regional distribution and capacity-building 
31.  Welcomes the establishment of the designated national authority forum, which could also 

contribute to broader participation, inter alia, through sharing of information and experience; 

32.  Further welcomes the progress made towards implementation of the “CDM Bazaar” and 
requests that it be launched as soon as possible; 

33.  Takes note of the recommendation of the Executive Board to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, at its second session,8 in response to 
the request in paragraph 33 of decision 7/CMP.1 relating to information on regional and subregional 
distribution of clean development mechanism project activities, systematic or systemic barriers to their 
equitable distribution and options to address these; 

 
7 Available at <http://cdm.unfccc.int/EB>. 
8 As contained in FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 (Part I), annex 3. 
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34.  Encourages the Executive Board to continue to facilitate the regional distribution of 
project activities; 

35.  Takes note of the barriers to the equitable regional distribution identified in the Executive 
Board report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 
at its second session, and the need to address, in particular, the financial, technical and institutional 
barriers; 

36.  Acknowledges the efforts made by various Parties to address the above barriers to 
equitable regional distribution of clean development mechanism project activities; 

37.  Welcomes the “Nairobi Framework”, as announced by the Secretary-General of the 
United Nations at the opening of the high-level segment of the twelfth session of the Conference of the 
Parties and the second session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol, to catalyze clean development mechanism in Africa; 

38.  Emphasizes that further efforts are necessary to promote equitable regional distribution of 
clean development mechanism project activities; 

39.  Encourages Parties included in Annex I to the Convention, that are willing to do so, to 
consider further initiatives, including financial support, either directly or through intergovernmental 
organizations and non-governmental organizations, as appropriate, for identification, development of 
clean development mechanism project activities including start-up costs, in Parties not included in 
Annex I to the Convention, especially least developed countries, African and small island developing 
States; 

40.  Invites Parties not included in Annex I to the Convention, that are willing to do so, to 
engage in South–South cooperation, including sharing of experiences in the identification and 
development of clean development mechanism project activities; 

41.  Encourages financial institutions, and the private and public sectors, to consider further 
options for investment in clean development mechanism project activities in Parties not included in 
Annex I to the Convention, in particular least developed countries in Africa and small island developing 
States; 

42.  Invites Parties included in Annex I to the Convention to contribute to the holding of 
additional forums of designated national authorities not provided for financially in the clean development 
mechanism management plan; 

Resources for work on the clean development mechanism  
43.  Takes note that, if all pledges made by Parties for 2006 were to be paid by early 2007, it 

is presently expected that resources from the share of proceeds to cover administrative expenses for 
operational functions will accrue by mid-2007; 

44.  Invites Parties included in Annex I to the Convention to make contributions urgently to 
the Trust Fund for Supplementary Activities for funding work on the clean development mechanism in 
the biennium 2006–2007; 

45.  Requests the Executive Board to continue to provide information in its annual report on 
the status and the expected forecast of the revenue from the share of proceeds to cover administrative 
expenses. 
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ANNEX 

Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the 
clean development mechanism and recommended for designation by the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol for validation (VAL) and verification/certification (VER) 

for specific sectoral scopes 
 

 Designated and recommended for 
designation for sectoral scopes 

Name of entity VAL VER 
 
British Standards Institution 

 
1, 2, 3 

 
 

 
Bureau Veritas Quality International Holding SA 

 
 

 
1, 2, 3 

 
Det Norske Veritas Certification Ltd. 

 
8, 9 

 
8, 9 

 
Korean Foundation for Quality 

 
1, 2, 3 

 

KPMG Sustainability B.V.  13  

Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.  13  
 
PricewaterhouseCoopers – South Africa  

 
1, 2, 3 

 

Spanish Association for Standardisation and Certification   1, 2, 3 
Tohmatsu evaluation and Certification Organization, Co. Ltd. 1, 2, 3  
 
TÜV Süd Industrie Service GmbH 8, 9, 14 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15 

TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group  13  
 
TÜV Nord Certification GmbH 

4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13 

 
1, 2, 3 

 Note:  The numbers 1 to 15 indicate sectoral scopes as determined by the Executive Board.  For details, see 
 <http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>. 

 

- - - - -  
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 PROCEDURES TO DEMONSTRATE THE ELIGIBILITY OF LANDS FOR  

AFFORESTATION AND REFORESTATION PROJECT ACTIVITIES1 
(VERSION 02) 

 
1. Project participants shall provide evidence that the land within the planned project boundary is 

eligible for an A/R CDM project activity by following the steps outlined below.  
 

(a) Demonstrate that the land at the moment the project starts is not forest by providing 
transparent and complete information that: 

 
i. Woody vegetation on the land is below the forest thresholds (crown cover or 

equivalent stocking level, tree height at maturity in situ, minimum land area, and 
minimum width)2 adopted for the definition of forest by the host country under 
decisions 11/CP.7 and 19/CP.9 as communicated by the respective DNA; and 

 
ii. The land is not covered by young natural stands or plantations which have the 

potential to reach — without direct human intervention — the thresholds adopted for 
definition of forest by the host country; and 

 
iii. The land is not temporarily unstocked, for a period consistent with common forest 

practices in the host country, as a result of either direct human intervention such as 
harvesting or indirect natural causes such as fire or insect damage; and   

 
iv. Environmental conditions, anthropogenic pressures, or lack of available seed sources 

prevent significant encroachment or regeneration of natural woody vegetation to an 
extent that could be expected to exceed—without human intervention— the 
thresholds adopted by the host country for definition of forest. 

 
(b) Demonstrate that the activity is a reforestation or afforestation project activity:  

 
i. For reforestation project activities, demonstrate that the land was not forest by 

demonstrating that the conditions outlined under (a) above also applied to the land on 
31 December 1989. 

 
ii. For afforestation project activities, demonstrate that any woody vegetation on the 

land has for at least 50 years been below the thresholds adopted by the host country 
for definition of forest. For this purpose, project participants should provide evidence 
that the land was below the national thresholds for at least four single representative 
years within the time period of 50 years (e.g. 10 years, 25 years, 40 years and 50 
years before the project start). 

 
                                                      
1 Previously called “Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and reforestation project 

activities”. 
2 The Marrakesh Accords define forest as a minimum area of land of 0.05–1.0 hectares with tree crown cover (or 
equivalent stocking level) of more than 10%–30% with trees with the potential to reach a minimum height of 2–5 m 
at maturity in situ.  In addition to the minimum area of forest, it is good practice that countries specify the minimum 
width that they will apply to define forest and units of land subject to afforestation, reforestation and deforestation 
activities. 
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iii. The land has not been forest land at any time since 1 January 1990, that is, there is no 
time since 1 January 1990 at which woody vegetation on the land has met the 
thresholds adopted for the definition of forest by the host country.3 

 
2. In order to demonstrate steps 1 (a) and 1 (b), project participants shall provide one of the following 

types of verifiable information:  
 

(a) Aerial photographs or satellite imagery4 complemented by ground reference data; or  
 
(b) Land use or land cover information5 from maps or digital spatial datasets; or 
 
(c) Ground based surveys (land use or land cover information4 from permits, plans, or 

information from local registers such as cadastre, owners registers, or other land 
registers); or  

 
(d) If options (a), (b),  and (c) are not available/applicable, project participants shall submit a 

written testimony which was produced by following a Participatory Rural Appraisal 
(PRA) methodology6. 

 
- - - - 

                                                      
3 According to IPCC GPG for LULUCF, “deforestation land cannot become afforestation/reforestation land in the 

first commitment period. That is, if a forest is established on land deforested since 1990, the carbon removals 
cannot be reported as a reforestation activity during the first commitment period because of time limits in the 
definition for reforestation agreed in the Marrakesh Accords, designed not to credit reforestation on lands that 
were forest land in 1990.” 

4 If remote sensing, based either on satellite imagery or aerial photographs, is used to determine whether land is 
eligible for CDM A/R projects, the project participants shall demonstrate that the approach taken is capable of 
discriminating between forest and non-forest land according to the thresholds adopted for forest land by the host 
country, including demonstration that any imagery used has adequate spatial and spectral resolution. 

5 Caution should be exercised when interpreting land use or land cover from maps or other information, as the 
information may not have been prepared for CDM-related purposes.  Project participants shall demonstrate that the 
information in any maps, datasets, or other documents used is fit for the purpose of discriminating between forest 
and non-forest land-use especiallyaccording to the crown cover thresholds adopted by the host country for 
definition of forest. 

6 Participatory rural appraisal (PRA) is an approach to the analysis of local problems and the formulation of 
tentative solutions with local stakeholders.  It makes use of a wide range of visualisation methods for group-based 
analysis to deal with spatial and temporal aspects of social and environmental problems.  This methodology is, for 
example, described in: 
• Chambers R (1992): Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory. Discussion Paper 311, Institute of 

Development Studies, Sussex. 
• Theis J, Grady H (1991): Participatory rapid appraisal for community development. Save the Children Fund, 

London. 
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A/R プロジェクト活動における土地の適格性の証明方法 

Proposed Procedures to demonstrate the eligibility of lands 

for afforestation and reforestation project activities（仮訳） 

 

（社）海外産業植林センター 
 

１．プロジェクト参加者は計画されたプロジェクトバウンダリー内の土地が A/R CDM プロジェク

ト活動として適格性があるという証拠を提示しなければならない。 
 

(a)プロジェクト開始時においてその土地が森林でなかったことを次のような情報を提示する

ことで証明する： 
 
i.その土地の木本植生が、各ＤＮＡによって示されたDecision 11/CP.7 と 19/CP.9 による

森林の定義として決められた森林の閾値（樹冠率、同等の蓄積レベル、成熟時の本

来の樹高、最小面積、最小幅(width)）よりも低い1。 
 
ii.その土地が、直接的な人為介入（訳者注：植林・播種など）なしに、ホスト国の森林の

定義の閾値に達する可能性のある若年の天然林や植林ではない。 
 
iii.その土地が、収穫のような人為的な介入や自然災害の結果、ホスト国の一般的な森

林施業に矛盾しないある一定の期間、一時的にストックがない状態になったのでは

ない。 
 
iv.環境条件、人為影響、またはシードソースの欠如が、人為介入なしにホスト国の森林

の定義の閾値を超える可能性のある土地の天然木本植生の更新を妨げていること。 
 

(b)活動が再植林または新規植林プロジェクト活動であることを証明する： 
 
i.再植林プロジェクト活動の場合、その土地が森林でなかったことを、(a)に示された条件

が 1989 年 12 月 31 日の時点のその土地にも適用出来ることを実証することによって

証明する。 
 
ii.新規植林プロジェクトの場合、その土地のすべての木本植生が最低 50 年間、各ＤＮ

Ａによって Decision 11/CP.7 に基づく森林の定義の閾値よりも低くあり続けたことを証

明する。そのためには、プロジェクト参加者はその土地がその国の閾値以下であった

証拠を、少なくとも 50 年間のうち代表的な４時点（例：プロジェクトの開始前 10, 25, 40, 
50 年時）において提示する必要がある。 

 
iii.その土地が 1990 年 1 月 1 日以来、ずっと森林でなかった。つまり、1990 年 1 月 1 日

以来、その土地の木本植生がホスト国の森林の定義の閾値に達したことは１度もな

い。2

                                                      
1 マラケシュ合意では樹冠被覆（または同等の蓄積レベル）10-30%以上、本来の場所で成木最低樹高 2-5 mに達する可能性が

ある、最小面積0.05-1.0 haの土地を森林と定義している。さらに、森林の最小面積に加え、各国が新規植林・再植林・森林減少活

動の対象となる土地単位を定義するために最低幅(width)を特定することはgood practiceである。 
2 IPCC GPG for LULUCFによると、「第一約束期間において、森林減少対象地は新規・再植林対象地にはなりえない。つまり、

1990 年以降森林減少が起こった土地に森林が造成された場合、第一約束期間中の再植林活動としての炭素吸収は報告できな

い。1990 年に森林であった土地への再植林からクレジットを発生出来ないようデザインされた、マラケシュ合意における再植林の

定義中のタイムリミットという理由によるものである。 



 
２．ステップ１(a)、1(b)を証明するために、プロジェクト参加者は次のようなタイプの実証可能な

情報のうち１つを提示しなければならない： 
 
(a)地上の参照データによって補足された地上航空写真や衛星画像3

 
(b)地図またはデジタル空間データセット(digital spatial datasets)からの土地利用または土

地被覆情報 
 
(c)地上ベースの調査（許可、計画や地籍、所有登録など地域の登録からの情報による土

地使用・土地被覆情報4） 
 
(d)オプション(a)、(b) 、(c)が入手不能、適用不能である場合、プロジェクト参加者は、参加

型農村調査法（PRA）5に従って作成した書面の証言を提出する。 
 

                                                      
3衛星画像または航空写真に基づくリモートセンシングをA/R CDMプロジェクトの土地の適格性証明に使用する場合、プロジェクト

参加者は使用されたアプローチがホスト国の森林の閾値に従って森林と非森林を識別することが可能であることを証明しなけれ

ばならない。それには、使用されたすべての画像が空間的、スペクトル的に適切な解像度であることの証明を含む。 
4 地図やその他情報から土地利用・土地被覆を判読する際には、それらの情報はCDMに関係する目的で作成されたものではな

いことに注意しなければならない。プロジェクト参加者は、すべての地図、データセット、その他の書類からの使用された情報は、

ホスト国の森林の閾値に従って森林と非森林地を識別する目的に見合っていることを証明しなければならない。 
5参加型農村調査法(Participatory rural appraisal; PRA)は地域の問題を分析し、地域の利害関係者と仮の問題解決を考案するア

プローチである。社会的、環境的問題の空間的、時間的状況を扱うグループベースの分析のための視覚的方法で、広い範囲で

使われている。この方法は、例えば下記に示されている： 
•Chambers R (1992): Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory. Discussion Paper 311, Institute of Development Studies, 
Sussex. 
•Theis J, Grady H (1991): Participatory rapid appraisal for community development. Save the Children Fund, London. 
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